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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】内視鏡などの細長い部品を備える、手術のため
の改良固定アッセンブリを提供する
【解決手段】器具チャンネル１１２を備える内視鏡１０
４と、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリ１０８を
備える固定アッセンブリ１０６と、を具備する内視鏡シ
ステム１００であって、膨張／収縮可能なバルーンアッ
センブリは、器具チャンネルの中を通過できるほど、十
分に小さい断面サイズに収縮可能であり、および、延伸
することなく、大腸の中に固定できるほど、十分に大き
い寸法に膨張して配置できる。器具チャンネルは、５．
５ｍｍを超えない内径を有してもよく、４．５ｍｍを超
えない内径を有してもよく、３．２ｍｍを超えない内径
を有してもよい。また膨張／収縮可能なバルーンアッセ
ンブリは、断面寸法が少なくとも７０ｍｍ、６０ｍｍ、
あるいは少なくとも５０ｍｍに膨張できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
器具チャンネルを備える内視鏡と、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリを備える固定
アッセンブリと、を具備する内視鏡システムであって、
前記膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、前記器具チャンネルの中を通過できるほ
ど、十分に小さい断面サイズに収縮可能であり、および、延伸することなく、前記大腸の
中に固定できるほど、十分に大きい寸法に膨張して配置できる、内視鏡システム。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【技術分野】
【０００２】
（関連出願の相互参照）
２００９年５月２９日付け出願で、「可変形状バルーンアクセサリ（Ｖａｒｉａｂｌｅ 
Ｓｈａｐｅ Ｂａｌｌｏｏｎ Ａｃｃｅｓｓｏｒｙ）」という名称の米国仮特許出願第６１
／２１３，３２０号、２０１０年２月２２日付け出願で、「膨張／収縮直径比が大きい、
可変剛性バルーンカテーテル（ＡＶａｒｉａｂｌｅ－Ｓｔｉｆｆｎｅｓｓ Ｂａｌｌｏｏ
ｎ Ｃａｔｈｅｔｅｒ ＨａｖｉｎｇＡ Ｈｉｇｈ Ｉｎｆｌａｔｅｄ／Ｄｅｆｌａｔｅｄ 
Ｄｉａｍｅｔｅｒ Ｒａｔｉｏ）」という名称の米国仮特許出願第６１／２８２，５０１
号、および２０１０年３月９日付け出願で、「外部操作による複合バルーンカテーテル（
ＣｏｍｐｌｅｘＢａｌｌｏｏｎ Ｃａｔｈｅｔｅｒ Ｗｉｔｈ Ｅｘｔｅｒｎａｌ Ｍａｎｉ
ｐｕｌａｔｉｏｎ）」という名称の米国仮特許出願第６１／２８２，６２１号、を参照す
る。それらの開示を参照によって本明細書に援用し、３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．３３ＣＦＲ１．３
８（ａ）（４）および（５）（ｉ）にしたがってそれらの優先権を本明細書において主張
する。
【０００３】
本出願人の同時係属の、２００５年２月７日付け出願のＰＣＴ出願番号ＰＣＴ／ＩＬ２０
０５／０００１５２；２００５年８月８日付け出願のＰＣＴ出願番号ＰＣＴ／ＩＬ２００
５／０００８４９；２００７年５月１７日付け出願のＰＣＴ出願番号ＰＣＴ／ＩＬ２００
７／０００６００；２００７年７月４日付け出願のＰＣＴ出願番号ＰＣＴ／ＩＬ２００７
／０００８３２；２００８年５月２０日付け出願のＰＣＴ出願番号ＰＣＴ／ＩＬ２００８
／０００６８７；２００９年３月２３日付け出願のＰＣＴ出願番号ＰＣＴ／ＩＬ２００９
／０００３２２；および２００９年１０月１日付け出願のＰＣＴ出願番号ＰＣＴ／ＩＬ２
００９／０００９４０と、がさらに参照され、それらの開示内容が参照によって本明細書
に援用される。
【０００４】
本発明は、一般に内視鏡システムに関する。
【背景技術】
【０００５】
以下の特許公報および市販されている製品は、当分野の現状を表していると考えられる。
米国特許第３，８３７，３４７号；４，０４０，４１３号；４，１４８，３０７号；４，
１７６，６６２号；４，１９５，６３７号；４，２６１，３３９号；４，４５３，５４５
号；４，６１６，６５２号；４，６７６，２２８号；４，８６２，８７４号；４，９１７
，０８８号；５，１３５，４８７号；５，２５９，３６６号；５，５９３，４１９号；６
，００７，４８２号；６，４６１，２９４号；６，５８５，６３９号；６，６６３，５８
９号；および６，７０２，７３５号（特許文献１１～２９）；米国特許出願公開第２００
３／０２４４３６１号；２００４／０１０２６８１号；２００５／０１２４８５６号；２
００５／０１２５００５号；２００５／０１３３４５３号；２００５／０１３７４５７号
；２００５／０１６５２３３号；２００５／０１６５２７３号；２００６／０１１１６１
０号；および２００６／０１６１０４４号（特許文献３０～３９）；日本特許出願公開第
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ＪＰ２００３－２５０８９６号（特許文献４０）；および、米国ニュージャージー州のＷ
ａｙｎｅ、１０Ｈｉｇｈ Ｐｏｉｎｔ ＤｒｉｖｅのＦｕｊｉｎｏｎ Ｉｎｃ．からすべて
市販される、バルーンポンプコントローラＢＰ－２０およびＥＰＸ－４４００ＨＤビデオ
システムとインターフェースをとる、ＥＣ－４５０ＢＩ５結腸内視鏡、ＴＳ－１３１０１
オーバーチューブおよびＢＳ－２フロントバルーンとを含むダブルバルーン内視鏡製品。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国仮特許出願第６１／２１３，３２０号
【特許文献２】米国仮特許出願第６１／２８２，５０１号
【特許文献３】米国仮特許出願第６１／２８２，６２１号
【特許文献４】ＰＣＴ出願番号ＰＣＴ／ＩＬ２００５／０００１５２
【特許文献５】ＰＣＴ出願番号ＰＣＴ／ＩＬ２００５／０００８４９
【特許文献６】ＰＣＴ出願番号ＰＣＴ／ＩＬ２００７／０００６００
【特許文献７】ＰＣＴ出願番号ＰＣＴ／ＩＬ２００７／０００８３２
【特許文献８】ＰＣＴ出願番号ＰＣＴ／ＩＬ２００８／０００６８７
【特許文献９】ＰＣＴ出願番号ＰＣＴ／ＩＬ２００９／０００３２２
【特許文献１０】ＰＣＴ出願番号ＰＣＴ／ＩＬ２００９／０００９４０
【特許文献１１】米国特許第３，８３７，３４７号
【特許文献１２】米国特許第４，０４０，４１３号
【特許文献１３】米国特許第４，１４８，３０７号
【特許文献１４】米国特許第４，１７６，６６２号
【特許文献１５】米国特許第４，１９５，６３７号
【特許文献１６】米国特許第４，２６１，３３９号
【特許文献１７】米国特許第４，４５３，５４５号
【特許文献１８】米国特許第４，６１６，６５２号
【特許文献１９】米国特許第４，６７６，２２８号
【特許文献２０】米国特許第４，８６２，８７４号
【特許文献２１】米国特許第４，９１７，０８８号
【特許文献２２】米国特許第５，１３５，４８７号
【特許文献２３】米国特許第５，２５９，３６６号
【特許文献２４】米国特許第５，５９３，４１９号
【特許文献２５】米国特許第６，００７，４８２号
【特許文献２６】米国特許第６，４６１，２９４号
【特許文献２７】米国特許第６，５８５，６３９号
【特許文献２８】米国特許第６，６６３，５８９号
【特許文献２９】米国特許第６，７０２，７３５号
【特許文献３０】米国特許出願公開第２００３／０２４４３６１号
【特許文献３１】米国特許出願公開第２００４／０１０２６８１号
【特許文献３２】米国特許出願公開第２００５／０１２４８５６号
【特許文献３３】米国特許出願公開第２００５／０１２５００５号
【特許文献３４】米国特許出願公開第２００５／０１３３４５３号
【特許文献３５】米国特許出願公開第２００５／０１３７４５７号
【特許文献３６】米国特許出願公開第２００５／０１６５２３３号
【特許文献３７】米国特許出願公開第２００５／０１６５２７３号
【特許文献３８】米国特許出願公開第２００６／０１１１６１０号
【特許文献３９】米国特許出願公開第２００６／０１６１０４４号
【特許文献４０】日本特許出願公開第２００３－２５０８９６号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
本発明は、内視鏡などの細長い部品を備える、手術のための改良固定アッセンブリを提供
することを目的にする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
従って、本発明の好ましい実施形態による内視鏡システムは、器具チャンネルを備える内
視鏡を具備し、および膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリを備える固定アッセンブリ
を具備し、該膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、器具チャンネルの中を通過でき
るほど、十分に小さい断面サイズに収縮して、配置されることができ、および、実質的に
延伸することなく、大腸の中に固定できるほど、十分に大きい寸法に膨張できる。
【０００９】
本発明の好ましい実施形態によれば器具チャンネルは、５．５ｍｍを超えない内径を有す
る。好ましくは、器具チャンネルは、４．５ｍｍを超えない内径を有する。さらに好まし
くは、器具チャンネルは、３．２ｍｍを超えない内径を有する。さらに、または、あるい
は、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、断面寸法が少なくとも７０ｍｍに膨張で
きる。好ましくは、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、断面寸法が少なくとも６
０ｍｍに膨張できる。さらに好ましくは、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、断
面寸法が少なくとも５０ｍｍに膨張できる。
【００１０】
さらに、または、あるいは、大腸の中に固定するために、十分に大きい寸法は、器具チャ
ンネルの内径よりも、少なくとも１３倍大きい直径である。さらに、または、あるいは、
膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、大腸内の適切な位置に配置することが可能で
ある。好ましくは、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、大腸内で、そのいずれの
方向にも配置可能であるので、大腸内で固定するために、十分大きな全体寸法を実現する
ことができる。さらに好ましくは、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、該大腸内
で固定するために、操作されて折り重なる方向に配置可能である。好ましくは、膨張／収
縮可能なバルーンアッセンブリは、ポリウレタンから形成される、少なくとも１つの膨張
／収縮可能なバルーンを備える。
【００１１】
好ましくは、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、少なくとも１つのバルーンを備
え、収縮する場合には、収縮したバルーン軸に沿った第１の方向に配置でき、および、該
収縮したバルーン軸に対して傾いた、膨張したバルーン軸に沿った、第２の非対称形状方
向に配置可能になる。
【００１２】
さらに、または、あるいは、固定アッセンブリは、カテーテルおよび操作者が制御可能な
バルーン・アッセンブリ・マニピュレータをさらに備え、膨張／収縮可能なバルーンアッ
センブリは、収縮する場合には、収縮したバルーン軸に対する第１の方向であって、通常
、該カテーテルに対して平行方向に延在する軸に、該マニピュレータによって配置可能で
あり、および、膨張する場合には、第１の方向とは異なる第２の方向に膨張するので、実
質的に延伸することなく、大腸の中に固定できるほど、十分に大きい寸法に膨張して配置
されることができる、少なくとも１つのバルーンを備える。好ましくは、第２の方向は、
折り重ねられる方向である。さらに好ましくは、少なくとも１つのバルーンは、単一のバ
ルーンを備える。または、少なくとも１つのバルーンは、少なくとも１つの柔軟性のある
要素によって結合される、複数のバルーンを備える。
【００１３】
好ましくは、固定アッセンブリは、カテーテルを横断する柔軟性のある細長い要素、およ
び、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリ、並びに、カテーテルの遠位部分で、柔軟性
のある細長い要素の遠位部分と関連し、および、カテーテルの近位部分で、バルーン・ア
ッセンブリ・マニピュレータと関連する少なくとも１つのマニピュレーション要素を備え
る。好ましくは、少なくとも１つのマニピュレーション要素は、第２の方向にある膨張／
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収縮可能なバルーンアッセンブリが、連続した方向になることに適した、複数のマニピュ
レーション要素を備える。さらに好ましくは、少なくとも１つの柔軟性のある細長い要素
および少なくとも１つのマニピュレーション要素は、細長いワイヤを備える。さらに、ま
たは、あるいは、少なくとも１つのバルーンは、その近位端部で、最近位首部分を備え、
および膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、少なくとも１つのバルーンの遠位で、
先端要素を備え、ここで少なくとも１つのバルーンが第２の方向に配置される場合には、
先端要素は最近位首部分の近位方向に位置する。
【００１４】
さらに、または、あるいは、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、カテーテルおよ
び少なくとも１つのバルーンを備え、ここで固定アッセンブリは、操作者が制御可能なバ
ルーン・アッセンブリ・マニピュレータをも備え、該操作者が制御可能なバルーン・アッ
センブリ・マニピュレータで、少なくとも１つのバルーンの巻き上げ、および広げること
を選択することができ、ここで、少なくとも１つのバルーンは器具チャンネルの中を通過
できるほど、十分に小さい断面サイズに巻き上げられることができ、および、該バルーン
は広げられて、大腸の中で固定できるほど十分に大きな断面サイズに膨張するので、実質
的に延伸することなく、大腸の中に固定できるほど、十分に大きい寸法に膨張して配置さ
れることができる。好ましくは、固定アッセンブリは、カテーテル、および、膨張／収縮
可能なバルーンアッセンブリを操作して、剛性を選択できるように操作可能な、操作者が
制御可能なバルーン・アッセンブリ・マニピュレータをも備える。
【００１５】
本発明の別の好ましい実施形態によれば、器具チャンネルを備える内視鏡とともに使用す
るために、固定アッセンブリは、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリを備え、膨張／
収縮可能なバルーンアッセンブリは、器具チャンネルの中を通過できるほど、十分に小さ
い断面サイズに収縮して、配置されることができ、実質的に延伸することなく、大腸の中
に固定できるほど、十分に大きい寸法に膨張して配置可能である。
【００１６】
本発明の好ましい実施形態によれば、器具チャンネルは、５．５ｍｍを超えない内径を有
する。好ましくは、器具チャンネルは、３．２ｍｍを超えない内径を有する。さらに好ま
しくは、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、断面寸法が少なくとも７０ｍｍに膨
張できる。または、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、断面寸法が少なくとも６
０ｍｍに膨張できる。さらにまたは、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、断面寸
法が少なくとも５０ｍｍに膨張できる。さらに、または、あるいは、大腸の中に固定する
ために、十分に大きい寸法は、器具チャンネルの内径よりも、少なくとも１３倍大きい直
径である。
【００１７】
好ましくは、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、大腸内の適切な位置に配置する
ことが可能である。さらに好ましくは、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、大腸
内で、そのいずれの方向にも配置可能であるので、大腸内で固定するために、十分大きな
全体寸法を実現することができる。好ましくは、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリ
は、該大腸内で固定するために、操作されて折り重なる方向に配置可能である。さらに好
ましくは、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、ポリウレタンから形成される、少
なくとも１つの膨張／収縮可能なバルーンを備える。
【００１８】
さらに、または、あるいは、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、収縮した場合に
は、収縮したバルーン軸に沿った第１の方向に配置可能であり、および、膨張することに
よって、収縮したバルーン軸に対して傾いた、膨張したバルーン軸に沿った、第２の非対
称形状方向に配置可能になる、少なくとも１つのバルーンを備える。好ましくは、固定ア
ッセンブリは、カテーテルおよび操作者が制御可能なバルーン・アッセンブリ・マニピュ
レータをも備え、並びに膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、収縮する場合には、
収縮したバルーン軸に対する第１の方向であって、通常、該カテーテルに対して平行方向
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に延在する軸に、該マニピュレータによって配置可能であり、および、膨張する場合には
、第１の方向とは異なる第２の方向に膨張するので、実質的に延伸することなく、大腸の
中に固定できるほど、十分に大きい寸法に膨張して配置されることができる、少なくとも
１つのバルーンを備える。好ましくは、第２の方向は、折り重ねられる方向である。さら
に好ましくは、少なくとも１つのバルーンは、単一のバルーンを備える。または、少なく
とも１つのバルーンは、少なくとも１つの柔軟性のある要素によって結合される、複数の
バルーンを備える。
【００１９】
好ましくは、固定アッセンブリは、カテーテルを横断する柔軟性のある細長い要素、およ
び、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリ、並びに、カテーテルの遠位部分で、柔軟性
のある細長い要素の遠位部分と関連し、および、カテーテルの近位部分で、バルーン・ア
ッセンブリ・マニピュレータと関連する少なくとも１つのマニピュレーション要素を備え
る。好ましくは、少なくとも１つのマニピュレーション要素は、第２の方向にある膨張／
収縮可能なバルーンアッセンブリが、連続した方向になることに適した、複数のマニピュ
レーション要素を備える。さらに好ましくは、少なくとも１つの柔軟性のある細長い要素
および少なくとも１つのマニピュレーション要素は、細長いワイヤを備える。さらに、ま
たは、あるいは、少なくとも１つのバルーンは、その近位端部で、最近位首部分を備え、
および膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、少なくとも１つのバルーンの遠位で、
先端要素を備え、および、ここで少なくとも１つのバルーンが第２の方向に配置される場
合には、先端要素は最近位首部分の近位方向に位置する。
【００２０】
好ましくは、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、カテーテルおよび少なくとも１
つのバルーンおよびを備え、ここで固定アッセンブリは、操作者が制御可能なバルーン・
アッセンブリ・マニピュレータをも備え、該操作者は制御可能なバルーン・アッセンブリ
・マニピュレータで、少なくとも１つのバルーンの巻き上げ、および広げることを選択す
ることができ、ここで、少なくとも１つのバルーンは器具チャンネルの中を通過できるほ
ど、十分に小さい断面サイズに巻き上げられることができ、および、該バルーンは広げら
れて、大腸の中で固定できるほど十分に大きな断面サイズに膨張するので、実質的に延伸
することなく、大腸の中に固定できるほど、十分に大きい寸法に膨張して配置されること
ができる。さらに好ましくは、固定アッセンブリは、カテーテル、および、膨張／収縮可
能なバルーンアッセンブリを操作して、剛性を選択できるように操作可能な、操作者が制
御可能なバルーン・アッセンブリ・マニピュレータをも備える。
【００２１】
さらに、本発明のさらに別の好ましい実施形態による内視鏡システムは、内径を有する器
具チャンネルを備える内視鏡を具備し、並びに、カテーテルおよび少なくとも１つのバル
ーンを備える膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリを備える固定アッセンブリを具備し
、該固定アッセンブリは、操作者が制御可能なバルーン・アッセンブリ・マニピュレータ
を備え、該操作者は制御可能なバルーン・アッセンブリ・マニピュレータで、少なくとも
１つのバルーンの巻き上げ、および広げることを選択することができ、ここで、少なくと
も１つのバルーンは器具チャンネルの中を通過できるほど、十分に小さい断面サイズに巻
き上げられることができ、および、該バルーンは、患者の身体部分中の部位に固定される
ように、膨張して、広げることができる。
【００２２】
本発明の好ましい実施形態によれば、巻き上げられていない少なくとも１つのバルーンは
、実質的に延伸することなく膨張でき、患者の身体部分内の部位に固定できるのに十分大
きな寸法を有し、器具チャンネルの内径よりも、少なくとも１３倍大きい直径を有する。
好ましくは、器具チャンネルは、５．５ｍｍを超えない内径を有する。さらに、または、
あるいは、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、断面寸法が少なくとも５０ｍｍに
膨張できる。さらに、または、あるいは、操作者が制御可能なバルーン・アッセンブリ・
マニピュレータは、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリを操作して、剛性を選択する
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ことができる。
【００２３】
好ましくは、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、巻き上げられていない場合には
膨張した状態であり、器具チャンネルの中を通過できるほど、十分に小さい断面サイズに
、巻き上げられて収縮できる。さらに、または、あるいは、膨張／収縮可能なバルーンア
ッセンブリは、大腸内で、そのいずれの方向にも配置可能であるので、大腸内で固定する
ために、十分大きな全体寸法を実現することができる。好ましくは、膨張／収縮可能なバ
ルーンアッセンブリは、該大腸内で固定するために、操作されて折り重なる方向に配置可
能である。さらに好ましくは、少なくとも１つのバルーンを収縮する場合には、収縮した
バルーン軸に沿った第１の方向に配置可能になり、および、膨張することによって、収縮
したバルーン軸に対して傾いた、膨張したバルーン軸に沿った、第２の非対称形状方向に
配置可能になる。
【００２４】
本発明のさらに別の好ましい実施形態では、内径を有する器具チャンネルを備える内視鏡
を具備する、内視鏡システムと共に使用するために、固定アッセンブリは、カテーテルお
よび少なくとも１つのバルーン、並びに操作者が制御可能なバルーン・アッセンブリ・マ
ニピュレータを備える、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリを具備し、該操作者が制
御可能なバルーン・アッセンブリ・マニピュレータで、少なくとも１つのバルーンの巻き
上げ、および広げることを選択することができ、ここで、少なくとも１つのバルーンは器
具チャンネルの中を通過できるほど、十分に小さい断面サイズに巻き上げられることがで
き、および、該バルーンは、患者の身体部分中の部位に固定されるように、膨張して、広
げることができる。
【００２５】
本発明の好ましい実施形態によれば、少なくとも１つのバルーンは、広げられる場合は、
実質的に延伸することなく膨張でき、患者の身体部分内の部位に固定できるのに十分大き
な寸法を有し、器具チャンネルの内径よりも、少なくとも１３倍大きい直径を有する。好
ましくは、器具チャンネルは、５．５ｍｍを超えない内径を有する。さらに好ましくは、
膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、断面寸法が少なくとも５０ｍｍに膨張できる
。さらに、または、あるいは、操作者が制御可能なバルーン・アッセンブリ・マニピュレ
ータは、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリを操作して、剛性を選択するように操作
可能である。さらに、または、あるいは、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、巻
き上げられていない場合には膨張した状態であり、器具チャンネルの中を通過できるほど
、十分に小さい断面サイズに、巻き上げられて収縮できる。
【００２６】
好ましくは、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、大腸内で、そのいずれの方向に
も配置可能であるので、大腸内で固定するために、十分大きな全体寸法を実現することが
できる。好ましくは、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、該大腸内で固定するた
めに、操作されて折り重なる方向に配置可能である。さらに、または、あるいは、少なく
とも１つのバルーンを収縮する場合には、収縮したバルーン軸に沿った第１の方向に配置
可能になり、および、膨張することによって、収縮したバルーン軸に対して傾いた、膨張
したバルーン軸に沿った、第２の非対称形状方向に配置可能になる。
【００２７】
本発明のさらに別の好ましい実施形態によれば、内視鏡システムは、内径を有する器具チ
ャンネルを備える内視鏡、および、少なくとも１つのバルーンを備える、膨張／収縮可能
なバルーンアッセンブリを具備する固定アッセンブリを具備し、該固定アッセンブリは、
カテーテルおよび操作者が制御可能なバルーン・アッセンブリ・マニピュレータ、並びに
、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは少なくとも１つのバルーンを具備し、収縮す
る場合には、収縮したバルーン軸に対する第１の方向であって、通常、該カテーテルに対
して平行方向に延在する軸に、該マニピュレータによって配置可能であり、および、膨張
する場合には、第１の方向とは異なる第２の方向に配置可能であるので、実質的に延伸す
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ることなく膨張でき配置可能であり、患者の身体部分内の部位に固定することに、十分大
きな寸法を有する。
【００２８】
本発明の好ましい実施形態によれば、第２の方向は、折り重ねられる方向である。好まし
くは、少なくとも１つのバルーンは、単一のバルーンを備える。または、少なくとも１つ
のバルーンは、少なくとも１つの柔軟性のある要素によって結合される、複数のバルーン
を備える。さらに、または、あるいは、少なくとも１つのバルーンは操作可能であり、実
質的に延伸することなく膨張でき、患者の身体部分内の部位に固定できるのに十分大きな
寸法を有し、器具チャンネルの内径よりも、少なくとも１３倍大きい直径を有する。好ま
しくは、器具チャンネルは、５．５ｍｍを超えない内径を有する。さらに好ましくは、膨
張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、断面寸法が少なくとも６０ｍｍに膨張できる。
【００２９】
好ましくは、固定アッセンブリは、カテーテルを横断する柔軟性のある細長い要素、およ
び、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリ、並びに、カテーテルの遠位部分で、柔軟性
のある細長い要素の遠位部分と関連し、および、カテーテルの近位部分で、バルーン・ア
ッセンブリ・マニピュレータと関連する少なくとも１つのマニピュレーション要素を備え
る。
【００３０】
さらに、または、あるいは、該操作者が制御可能なバルーン・アッセンブリ・マニピュレ
ータで、少なくとも１つのバルーンの巻き上げ、および広げることを選択することができ
、ここで、少なくとも１つのバルーンは器具チャンネルの中を通過できるほど、十分に小
さい断面サイズに巻き上げられることができ、および、該バルーンは、患者の身体部分中
の部位に固定されるように、膨張して、広げることができる。好ましくは、操作者が制御
可能なバルーン・アッセンブリ・マニピュレータは、膨張／収縮可能なバルーンアッセン
ブリを操作して、剛性を選択するように操作可能である。
【００３１】
さらに、本発明のさらに別の好ましい実施形態では、内径を有する器具チャンネルを備え
る内視鏡を具備する、内視鏡システムと共に使用するために、固定アッセンブリは、カテ
ーテルおよび操作者が制御可能なバルーン・アッセンブリ・マニピュレータを備える膨張
／収縮可能なバルーンアッセンブリ、を具備し、該膨張／収縮可能なバルーンアッセンブ
リは少なくとも１つのバルーンを備え、収縮する場合には、収縮したバルーン軸に対する
第１の方向であって、通常、該カテーテルに対して平行方向に延在する軸に、該マニピュ
レータによって配置可能であり、および、膨張する場合には、第１の方向とは異なる第２
の方向に配置可能であるので、実質的に延伸することなく膨張でき配置可能であり、患者
の身体部分内の部位に固定できるのに十分大きな寸法を有する。
【００３２】
本発明の好ましい実施形態によれば、第２の方向は、折り重ねられる方向である。好まし
くは、少なくとも１つのバルーンは、単一のバルーンを備える。または、少なくとも１つ
のバルーンは、少なくとも１つの柔軟性のある要素によって結合される、複数のバルーン
を備える。さらに、または、あるいは、少なくとも１つのバルーンは操作可能であり、実
質的に延伸することなく膨張でき、患者の身体部分内の部位に固定できるのに十分大きな
寸法を有し、器具チャンネルの内径よりも、少なくとも１３倍大きい直径を有する。好ま
しくは、器具チャンネルは、５．５ｍｍを超えない内径を有する。さらに好ましくは、膨
張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、断面寸法が少なくとも６０ｍｍに膨張できる。
【００３３】
好ましくは、固定アッセンブリは、カテーテルを横断する柔軟性のある細長い要素、およ
び、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリ、並びに、カテーテルの遠位部分で、柔軟性
のある細長い要素の遠位部分と関連し、および、カテーテルの近位部分で、バルーン・ア
ッセンブリ・マニピュレータと関連する少なくとも１つのマニピュレーション要素を備え
る。
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【００３４】
さらに、または、あるいは、該操作者が制御可能なバルーン・アッセンブリ・マニピュレ
ータで、少なくとも１つのバルーンの巻き上げ、および広げることを選択することができ
、ここで、少なくとも１つのバルーンは器具チャンネルの中を通過できるほど、十分に小
さい断面サイズに巻き上げられることができ、および、該バルーンは、患者の身体部分中
の部位に固定されるように、膨張して、広げることができる。好ましくは、操作者が制御
可能なバルーン・アッセンブリ・マニピュレータは、膨張／収縮可能なバルーンアッセン
ブリを操作して、剛性を選択するように操作可能である。
【００３５】
さらに、本発明のさらに別の好ましい実施形態による内視鏡システムは、内径を有する器
具チャンネルを備える内視鏡を具備し、並びに、カテーテルおよび少なくとも１つのバル
ーンを備える膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリを備える固定アッセンブリを具備し
、収縮する場合には、収縮したバルーン軸に沿った第１の方向に配置可能になり、および
、膨張することによって、収縮したバルーン軸に対して傾いた、膨張したバルーン軸に沿
った、第２の非対称形状方向に配置可能になる。
【００３６】
本発明の好ましい実施形態によれば、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、器具チ
ャンネルの中を通過できるほど、十分に小さい断面サイズに、収縮できる。好ましくは、
器具チャンネルは、５ｍｍを超えない内径を有する。好ましくは、膨張／収縮可能なバル
ーンアッセンブリは、断面寸法が少なくとも６０ｍｍに膨張できる。さらに好ましくは、
少なくとも１つのバルーンは、実質的に延伸することなく膨張でき、患者の身体部分内の
部位に固定できるのに十分大きな寸法を有し、器具チャンネルの内径よりも、少なくとも
１３倍大きい直径を有する。
【００３７】
さらに、本発明のさらに別の好ましい実施形態では、内径を有する器具チャンネルを備え
る内視鏡を具備する、内視鏡システムと共に使用するために、固定アッセンブリは、膨張
／収縮可能なバルーンアッセンブリを備え、該膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは
、カテーテルおよび少なくとも１つのバルーンを備え、収縮する場合には、収縮したバル
ーン軸に沿った第１の方向に配置可能になり、および、膨張することによって、収縮した
バルーン軸に対して傾いた、膨張したバルーン軸に沿った、第２の非対称形状方向に配置
可能になる。
【００３８】
本発明の好ましい実施形態によれば、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、器具チ
ャンネルの中を通過できるほど、十分に小さい断面サイズに、収縮できる。好ましくは、
器具チャンネルは、５ｍｍを超えない内径を有する。さらに、または、あるいは、膨張／
収縮可能なバルーンアッセンブリは、断面寸法が少なくとも６０ｍｍに膨張できる。好ま
しくは、少なくとも１つのバルーンは、実質的に延伸することなく膨張でき、患者の身体
部分内の部位に固定できるのに十分大きな寸法を有し、器具チャンネルの内径よりも、少
なくとも１３倍大きい直径を有する。
【００３９】
本発明の別の好ましい実施形態によれば患者の身体内の所望の部位に、固定アッセンブリ
を固定する方法であって、該方法は、内径を有する器具チャンネルを備える内視鏡を、患
者の身体を挿入する工程と、および膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリを備える固定
アッセンブリを、器具チャンネルの中を通過させて、患者の身体の中に挿入する工程とを
含み、該挿入する工程は、器具チャンネルの中を、固定アッセンブリを通過させる前に、
膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリを、器具チャンネルの中を通過できるほど、十分
に小さい断面サイズに収縮される工程と、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリが、器
具チャンネルの中を通過後に、実質的にバルーンアッセンブリを伸張させることなく、膨
張／収縮可能なバルーンアッセンブリを、器具チャンネルの内径よりも、少なくとも１３
倍大きい寸法に膨張させて、配置させる工程とを含む。
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【００４０】
本発明の好ましい実施形態によれば、患者の身体内の所望の部位に、固定アッセンブリを
固定する方法は、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリを膨張させる前に、患者の身体
の外側にある、操作者が制御可能なバルーン・アッセンブリ・マニピュレータを利用して
、患者の身体内にある、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリを操作する工程を含む。
好ましくは、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリを操作する工程は、膨張／収縮可能
なバルーンアッセンブリを重ね降りする工程を含む。さらに、または、あるいは、膨張／
収縮可能なバルーンアッセンブリを操作する工程は、膨張／収縮可能なバルーンアッセン
ブリを広げる工程を含む。
【００４１】
好ましくは、該方法は、固定アッセンブリを挿入後に、患者の身体の中の、膨張／収縮可
能なバルーンアッセンブリを収縮させる工程と、患者の身体から、器具チャンネルの中を
通して、固定アッセンブリを除去する工程と、を含む。さらに、または、あるいは、該方
法は、患者の身体の外側にある、操作者が制御可能なバルーン・アッセンブリ・マニピュ
レータを利用して、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリを巻き上げる工程を含む。
【００４２】
好ましくは、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリを備える固定アッセンブリを、器具
チャンネルの中を通過させて、患者の身体の中に挿入する工程は、固定アッセンブリを患
者の大腸へ挿入する工程を含む。
　なお請求項中の「膨張したバルーン軸に沿った、第２の非対称形状方向に配置可能にな
る」とは、図９に示すように、膨張可能なバルーンの形状が、膨張したバルーンの軸に沿
って、非対称形状である方向に配置される、ことを意味します。
【００４３】
本発明は、以下の詳細な説明を図面と併せて参照することにより、よりよく理解され認識
されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の好ましい実施形態によって動作し、構成される内視鏡システムの簡略化
された複数の段階のモザイク図である。
【図２】本発明の好ましい実施形態による内視鏡と関連する、固定アッセンブリの簡略化
された部分図、部分断面図である。
【図３Ａ】本発明の好ましい実施形態による、図１の内視鏡システムおよび図２の固定ア
ッセンブリの動作を示す、簡略化された図説である。
【図３Ｂ】本発明の好ましい実施形態による、図１の内視鏡システムおよび図２の固定ア
ッセンブリの動作を示す、簡略化された図説である。
【図３Ｃ】本発明の好ましい実施形態による、図１の内視鏡システムおよび図２の固定ア
ッセンブリの動作を示す、簡略化された図説である。
【図３Ｄ】本発明の好ましい実施形態による、図１の内視鏡システムおよび図２の固定ア
ッセンブリの動作を示す、簡略化された図説である。
【図３Ｅ】本発明の好ましい実施形態による、図１の内視鏡システムおよび図２の固定ア
ッセンブリの動作を示す、簡略化された図説である。
【図３Ｆ】本発明の好ましい実施形態による、図１の内視鏡システムおよび図２の固定ア
ッセンブリの動作を示す、簡略化された図説である。
【図３Ｇ】本発明の好ましい実施形態による、図１の内視鏡システムおよび図２の固定ア
ッセンブリの動作を示す、簡略化された図説である。
【図３Ｈ】本発明の好ましい実施形態による、図１の内視鏡システムおよび図２の固定ア
ッセンブリの動作を示す、簡略化された図説である。
【図３Ｉ】本発明の好ましい実施形態による、図１の内視鏡システムおよび図２の固定ア
ッセンブリの動作を示す、簡略化された図説である。
【図３Ｊ】本発明の好ましい実施形態による、図１の内視鏡システムおよび図２の固定ア



(11) JP 2016-209624 A 2016.12.15

10

20

30

40

50

ッセンブリの動作を示す、簡略化された図説である。
【図３Ｋ】本発明の好ましい実施形態による、図１の内視鏡システムおよび図２の固定ア
ッセンブリの動作を示す、簡略化された図説である。
【図３Ｌ】本発明の好ましい実施形態による、図１の内視鏡システムおよび図２の固定ア
ッセンブリの動作を示す、簡略化された図説である。
【図３Ｍ】本発明の好ましい実施形態による、図１の内視鏡システムおよび図２の固定ア
ッセンブリの動作を示す、簡略化された図説である。
【図３Ｎ】本発明の好ましい実施形態による、図１の内視鏡システムおよび図２の固定ア
ッセンブリの動作を示す、簡略化された図説である。
【図３Ｏ】本発明の好ましい実施形態による、図１の内視鏡システムおよび図２の固定ア
ッセンブリの動作を示す、簡略化された図説である。
【図４】本発明の別の好ましい実施形態による内視鏡に関連する、固定アッセンブリの簡
略化された部分図、部分断面図である。
【図５Ａ】本発明の好ましい実施形態による、図１の内視鏡システムおよび図４の固定ア
ッセンブリの動作の、簡略化された図説である。
【図５Ｂ】本発明の好ましい実施形態による、図１の内視鏡システムおよび図４の固定ア
ッセンブリの動作の、簡略化された図説である。
【図５Ｃ】本発明の好ましい実施形態による、図１の内視鏡システムおよび図４の固定ア
ッセンブリの動作の、簡略化された図説である。
【図５Ｄ】本発明の好ましい実施形態による、図１の内視鏡システムおよび図４の固定ア
ッセンブリの動作の、簡略化された図説である。
【図５Ｅ】本発明の好ましい実施形態による、図１の内視鏡システムおよび図４の固定ア
ッセンブリの動作の、簡略化された図説である。
【図５Ｆ】本発明の好ましい実施形態による、図１の内視鏡システムおよび図４の固定ア
ッセンブリの動作の、簡略化された図説である。
【図５Ｇ】本発明の好ましい実施形態による、図１の内視鏡システムおよび図４の固定ア
ッセンブリの動作の、簡略化された図説である。
【図５Ｈ】本発明の好ましい実施形態による、図１の内視鏡システムおよび図４の固定ア
ッセンブリの動作の、簡略化された図説である。
【図５Ｉ】本発明の好ましい実施形態による、図１の内視鏡システムおよび図４の固定ア
ッセンブリの動作の、簡略化された図説である。
【図５Ｊ】本発明の好ましい実施形態による、図１の内視鏡システムおよび図４の固定ア
ッセンブリの動作の、簡略化された図説である。
【図５Ｋ】本発明の好ましい実施形態による、図１の内視鏡システムおよび図４の固定ア
ッセンブリの動作の、簡略化された図説である。
【図５Ｌ】本発明の好ましい実施形態による、図１の内視鏡システムおよび図４の固定ア
ッセンブリの動作の、簡略化された図説である。
【図５Ｍ】本発明の好ましい実施形態による、図１の内視鏡システムおよび図４の固定ア
ッセンブリの動作の、簡略化された図説である。
【図５Ｎ】本発明の好ましい実施形態による、図１の内視鏡システムおよび図４の固定ア
ッセンブリの動作の、簡略化された図説である。
【図５Ｏ】本発明の好ましい実施形態による、図１の内視鏡システムおよび図４の固定ア
ッセンブリの動作の、簡略化された図説である。
【図６】本発明のさらに別の好ましい実施形態による内視鏡に関連する、固定アッセンブ
リの簡略化された部分図、部分断面図である。
【図７Ａ】図６の実施形態による内視鏡に関連する、固定アッセンブリを選択可能に巻き
上げ、および硬化する動作の簡略化された図説である。
【図７Ｂ】図６の実施形態による内視鏡に関連する、固定アッセンブリを選択可能に巻き
上げ、および硬化する動作の簡略化された図説である。
【図７Ｃ】図６の実施形態による内視鏡に関連する、固定アッセンブリを選択可能に巻き
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上げ、および硬化する動作の簡略化された図説である。
【図８Ａ】本発明の好ましい実施形態による図１の内視鏡システムおよび図６および図７
Ａ～図７Ｃの固定アッセンブリの簡略化された図説である。
【図８Ｂ】本発明の好ましい実施形態による図１の内視鏡システムおよび図６および図７
Ａ～図７Ｃの固定アッセンブリの簡略化された図説である。
【図８Ｃ】本発明の好ましい実施形態による図１の内視鏡システムおよび図６および図７
Ａ～図７Ｃの固定アッセンブリの簡略化された図説である。
【図８Ｄ】本発明の好ましい実施形態による図１の内視鏡システムおよび図６および図７
Ａ～図７Ｃの固定アッセンブリの簡略化された図説である。
【図８Ｅ】本発明の好ましい実施形態による図１の内視鏡システムおよび図６および図７
Ａ～図７Ｃの固定アッセンブリの簡略化された図説である。
【図８Ｆ】本発明の好ましい実施形態による図１の内視鏡システムおよび図６および図７
Ａ～図７Ｃの固定アッセンブリの簡略化された図説である。
【図８Ｇ】本発明の好ましい実施形態による図１の内視鏡システムおよび図６および図７
Ａ～図７Ｃの固定アッセンブリの簡略化された図説である。
【図８Ｈ】本発明の好ましい実施形態による図１の内視鏡システムおよび図６および図７
Ａ～図７Ｃの固定アッセンブリの簡略化された図説である。
【図８Ｉ】本発明の好ましい実施形態による図１の内視鏡システムおよび図６および図７
Ａ～図７Ｃの固定アッセンブリの簡略化された図説である。
【図８Ｊ】本発明の好ましい実施形態による図１の内視鏡システムおよび図６および図７
Ａ～図７Ｃの固定アッセンブリの簡略化された図説である。
【図８Ｋ】本発明の好ましい実施形態による図１の内視鏡システムおよび図６および図７
Ａ～図７Ｃの固定アッセンブリの簡略化された図説である。
【図８Ｌ】本発明の好ましい実施形態による図１の内視鏡システムおよび図６および図７
Ａ～図７Ｃの固定アッセンブリの簡略化された図説である。
【図９】本発明の好ましい実施形態による内視鏡に関連する、固定アッセンブの、簡略化
された部分図、部分断面図である。
【図１０Ａ】本発明の好ましい実施形態による、図１の内視鏡システムおよび図９の固定
アッセンブリの動作の、簡略化された図説である。
【図１０Ｂ】本発明の好ましい実施形態による、図１の内視鏡システムおよび図９の固定
アッセンブリの動作の、簡略化された図説である。
【図１０Ｃ】本発明の好ましい実施形態による、図１の内視鏡システムおよび図９の固定
アッセンブリの動作の、簡略化された図説である。
【図１０Ｄ】本発明の好ましい実施形態による、図１の内視鏡システムおよび図９の固定
アッセンブリの動作の、簡略化された図説である。
【図１０Ｅ】本発明の好ましい実施形態による、図１の内視鏡システムおよび図９の固定
アッセンブリの動作の、簡略化された図説である。
【図１０Ｆ】本発明の好ましい実施形態による、図１の内視鏡システムおよび図９の固定
アッセンブリの動作の、簡略化された図説である。
【図１０Ｇ】本発明の好ましい実施形態による、図１の内視鏡システムおよび図９の固定
アッセンブリの動作の、簡略化された図説である。
【図１０Ｈ】本発明の好ましい実施形態による、図１の内視鏡システムおよび図９の固定
アッセンブリの動作の、簡略化された図説である。
【図１０Ｉ】本発明の好ましい実施形態による、図１の内視鏡システムおよび図９の固定
アッセンブリの動作の、簡略化された図説である。
【図１０Ｊ】本発明の好ましい実施形態による、図１の内視鏡システムおよび図９の固定
アッセンブリの動作の、簡略化された図説である。
【図１０Ｋ】本発明の好ましい実施形態による、図１の内視鏡システムおよび図９の固定
アッセンブリの動作の、簡略化された図説である。
【発明を実施するための形態】
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【００４５】
用語「内視鏡」および「内視鏡検査」は、全体に亘って慣例的な意味よりやや広い意味で
使用され、たとえば、小腸、大腸のような体腔、体内流路などの中で動作する装置および
方法を指している。これらの用語は、通常は、目視検査を指すが、本明細書中で使用され
る場合には、これらの用語は目視検査を利用する用途に限定されることがなく、必ずしも
目視検査を必要としない装置、システムおよび方法も指している。
【００４６】
「遠位」という用語は、操作者から最も遠い、内視鏡、付属装置、またはツールの遠方端
部、または、このような遠方端部に面する方向を指す。
【００４７】
「近位」という用語は、内視鏡、付属装置、またはツールの、操作者に最も近く、通常目
的の器官または身体部分の外側にある端部部分、または、該端部部分に面する方向を指す
。
【００４８】
次に、本発明の好ましい一実施形態に従って構築され動作する内視鏡システム１００を示
す、図１を参照する。内視鏡システム１００は、好ましくは、ＥＰＫ－１０００ビデオプ
ロセッサおよびＳＯＮＹＬＭＤ－２１４０ＭＤ医療グレードフラットパネルＬＣＤモニタ
を含めたコンソールなどの、コンソール１０２を備える。それらは全て、ＰｅｎｔａｘＥ
ｕｒｏｐｅ ＧｍｂＨ社（１０４ Ｊｕｌｉｕｓ－Ｖｏｓｓｅｌｅｒ Ｓｔ．，２２５２７ 
Ｈａｍｂｕｒｇ，Ｇｅｒｍａｎｙ）から市販されている。システム１００は、好ましくは
、ＶＳＢ－３４３０Ｋビデオ小腸鏡またはＥＣ－３４７０ＬＫビデオ大腸鏡などの、従来
の柔軟性のある内視鏡１０４を備える。それらは、ＰｅｎｔａｘＥｕｒｏｐｅ ＧｍｂＨ
（１０４ Ｊｕｌｉｕｓ－Ｖｏｓｓｅｌｅｒ Ｓｔ．，２２５２７ Ｈａｍｂｕｒｇ、Ｇｅ
ｒｍａｎｙ）から市販されている。
【００４９】
本発明の好ましい実施形態によれば、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリ１０８を備
えるカテーテルを具備する固定アッセンブリ１０６は、通常、図１に示される内視鏡１０
４と操作可能に関連している。固定アッセンブリ１０６および膨張／収縮可能なバルーン
アッセンブリ１０８は、さまざまな構成を有してもよく、好ましい例は、以下の本明細書
に記載されている。図１に示される膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリ１０８の構成
は、さまざまな構成の一例である。
【００５０】
膨張／収縮制御アッセンブリ１１０は、好ましくは、イスラエルラーナナにあるＳｍａｒ
ｔＭｅｄｉｃａｌ Ｓｙｓｔｅｍｓ Ｌｔｄ．から市販されているモデルＮＡＶＩＡＩＤ 
ＡＳＵであり、好ましくは、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリ１０８と操作可能に
関連し、および、好ましくは、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリ１０８の操作中に
、操作者に使用される。
【００５１】
図１に図示されるように、本発明に特有の特徴は、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブ
リ１０８が、図１に示されるように、内視鏡１０４などの、従来の内視鏡の器具チャンネ
ル１１２を通過できるほど、十分に小さい断面サイズに収縮して、大腸の中に配置でき、
および、一般に図１のＢに図示されるように、実質的に延伸することなく、大腸の中に固
定できるほど、十分に大きい寸法に膨張できることである。好ましくは、膨張／収縮可能
なバルーンアッセンブリは、器具チャンネル１１２を通過して、固定する前と後の両方で
、収縮可能である。膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリ１０８の配置によって、大腸
内の適切な位置にバルーンアッセンブリ１０８を設置し、および、大腸の中でバルーンア
ッセンブリを任意の方向にできるので、大腸内で固定するために、十分大きな全体寸法を
実現することができる。たとえば、図１～図５Ｏの実施形態では、バルーンアッセンブリ
は、固定するために折り重なった方向になる一方で、図６～図１０Ｋの実施形態では、こ
れとは異なる場合を示す。
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【００５２】
本発明の好ましい実施形態では、バルーンアッセンブリ１０８は、断面直径２．５ｍｍか
ら３．８ｍｍの間に収縮でき、それは対応する大きさの、内径３．０ｍｍから４．５ｍｍ
の器具チャンネルを通過でき、および、実質的に延伸することなく、断面直径５５ｍｍか
ら９０ｍｍの間に膨張して配置でき、一般に３０ｍｍから６０ｍｍの間であるが、７５ｍ
ｍまでの内径を有する部位で大腸に固定することができる。
【００５３】
本発明の別の実施形態では、バルーンアッセンブリ１０８は、断面直径４．０ｍｍから５
．３ｍｍの間に収縮でき、それは対応する大きさの、内径４．５ｍｍから６．０ｍｍの器
具チャンネルを通過でき、および、実質的に延伸することなく、断面直径６５ｍｍから１
１０ｍｍの間に膨張して配置でき、一般に３０ｍｍから７０ｍｍの間であるが、８５ｍｍ
までの内径を有する部位で大腸に固定することができる。
【００５４】
本発明の好ましい実施形態によれば、膨張して大腸の中で固定される場合の、バルーンア
ッセンブリ１０８の固定断面寸法は、収縮して内視鏡１０４の器具チャンネル１１２の中
を通って挿入される場合の、バルーンアッセンブリ１０８の断面直径よりも、一般に、１
３倍から１７倍大きい。
【００５５】
当然のことながら、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリ１０８は、適切で周知のナイ
ロンまたはポリウレタンなどの、実質的に伸張しない材料から形成されてもよい。
【００５６】
本発明の好ましい実施形態による内視鏡と関連する、固定アッセンブリの簡略化された部
分図、部分断面図である、図２を参照する。
【００５７】
図２に見られるように、固定アッセンブリ１０６は、好ましくは、膨張／収縮制御アッセ
ンブリ１１０と操作可能に係合することに適した、コネクタ１２０を備える（図１）。多
重管チューブ１２２は、好ましくは、コネクタ１２０に固定して取り付けられ、および、
膨張／収縮のための少なくとも１つの内腔１２４を備え、それを介して細長いワイヤ１２
５などの柔軟性のある細長い要素が延在し、および、少なくとも１つの内腔１２６は、マ
ニピュレーションワイア１２８などの細長いマニピュレーション要素に適切である。細長
いワイヤ１２５が、コネクタ１２０に取り付けられ、多重管チューブ１２２に固定される
。
【００５８】
細長いワイヤ１２５は、好ましくは、ニチノールまたはステンレス鋼などの、柔軟性のあ
る金属で形成される。マニピュレーションワイア１２８は、好ましくは、ナイロンなどの
非常に柔軟性のある、非伸縮性の材料で形成される。または、マニピュレーションワイア
１２８は、ニチノールなどの適切な金属で形成されてもよい。
【００５９】
多重管チューブ１２２の外径は、好ましくは約２．０ｍｍ～３．５ｍｍである。内腔１２
４の内径は、好ましくは約１．０ｍｍ～１．８ｍｍである。内腔１２６の内径は、好まし
くは約０．５ｍｍ～０．８ｍｍである。細長いワイヤ１２５の直径は、好ましくは約０．
３ｍｍ～０．９ｍｍである。マニピュレーションワイア１２８の直径は、好ましくは約０
．１ｍｍ～０．３ｍｍである。
【００６０】
多重管チューブ１２２は、従来の内視鏡の器具チャンネル１１２（図１）の中を通すこと
に適しており、一般に全長は、２ｍから３ｍの間である。内腔１２６は、マニピュレーシ
ョンワイア１２８を通過させる、開口部１３０および開口部１３２を備える。開口部１３
０は、好ましくは、コネクタ１２０からわずかに遠位に位置し、および、開口部１３２は
、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリ１３４からわずかに近位に位置する。
【００６１】
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バルーンアッセンブリ１３４の構成は、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリ１０８の
構成（図１）と類似し、および、第１のバルーン１３６および第２のバルーン１３８、並
びに先端要素１３９を備える。第１のバルーン１３６は、好ましくは、近位首部分１４０
および遠位首部分１４２並びに中央部分１４４を備える、実質的に非伸縮性のナイロンま
たはポリウレタンから形成される、スリーブを具備し、それは、膨張する場合には長さが
約４０ｍｍ～８０ｍｍ、および直径が３５ｍｍ～４５ｍｍである。図２に見られるように
、第１のバルーン１３６の近位首部分１４０は、バルーンアッセンブリ１３４の最近位首
部分である。
【００６２】
第１のバルーン１３６の近位首部分１４０は、多重管チューブ１２２の前方端部への、接
着または超音波溶接によって、密閉して装着される。第１のバルーン１３６の遠位首部分
１４２は、中間チューブ１４６の近位端部への、接着または超音波溶接によって、密閉し
て装着される。中間チューブ１４６は、通常、柔軟性のあるチューブであり、好ましくは
、４０ｍｍから９０ｍｍの間の長さであり、外径は約２．０ｍｍ～３．５ｍｍであり、お
よび中央内腔１４８の対応する内径は約１．０ｍｍ～２．５ｍｍであり、それを介して細
長いワイヤ１２５が延在し、細長いワイヤ１２５は、接着または機械アタッチメント１４
９によって、中間チューブ１４６に固定される。
【００６３】
第２のバルーン１３８は、好ましくは、近位首部分１５０および遠位首部分１５２並びに
中央部分１５４を備える、実質的に非伸縮性のナイロンまたはポリウレタンから形成され
る、スリーブを具備し、それは、膨張する場合には長さが約４０ｍｍ～８０ｍｍであり、
直径が３５ｍｍ～４５ｍｍになる。
【００６４】
第２のバルーン１３８の近位首部分１５０は、中間チューブ１４６の前方端部に、接着ま
たは超音波溶接によって、密閉して装着される。第２のバルーン１３８の遠位首部分１５
２は、先端要素１３９の近位端部に、接着または超音波溶接によって、密閉して装着され
る。先端要素１３９は、通常柔軟性のある遠位対向円錐要素であり、好ましくは、長さが
５ｍｍから４０ｍｍであり、および最大外径は約１．０ｍｍ～３．５ｍｍである。
【００６５】
細長いワイヤ１２５の前方端部１６２は、好ましくは、その近位端部で接着によって、先
端要素１３９に固定される。
【００６６】
マニピュレーションワイア１２８の前方端部１６４は、好ましくは遠位首部分１５２、ま
たは先端要素１３９に固定され、好ましくはその近位端部に隣接する表面の外側で、接着
または超音波溶接によって固定される。
【００６７】
本発明の好ましい実施形態による、図１の内視鏡システムおよび図２の固定アッセンブリ
の動作を示す、簡略化された図説である、図３Ａ、図３Ｂ、図３Ｃ、図３Ｄ、図３Ｅ、図
３Ｆ、図３Ｇ、図３Ｈ、図３Ｉ、図３Ｊ、図３Ｋ、図３Ｌ、図３Ｍ、図３Ｎおよび図３Ｏ
を参照する。
【００６８】
図３Ａに見られるように、患者に連結される操作可能な部位へ、従来の内視鏡１０４を挿
入することで、従来の大腸内視鏡検査手順が開始される。本発明の固定アッセンブリ１０
６は、必要とされるまで、密封された包みの中に留まる。
【００６９】
図３Ｂは、大腸内視鏡検査の途中の医療上の困難さを示し、操作者が、大腸の屈曲部、一
般に脾湾曲部をうまく通過させて前進させることができないことを示す。
【００７０】
本発明によれば、医療上の困難に直面する操作者は、図３Ｃに示すように、本発明の固定
アッセンブリ１０６を取り出し、コネクタ１２０を膨張／収縮制御アッセンブリ１１０に
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接続する。好ましくは、膨張／収縮制御アッセンブリ１１０は、バルーンアッセンブリ１
３４を収縮するように操作され、固定アッセンブリ１０６の一部を構成する。
【００７１】
図３Ｄに見られるように、次に、操作者は、収縮した状態のバルーンアッセンブリ１３４
を備える固定アッセンブリを、先端要素１３９を先にして、内視鏡１０４の器具チャンネ
ル１１２を介してねじ込む。上述のように、本発明に特有の特徴は、固定アッセンブリ１
０６が、器具チャンネル１１２の中を通ることができることである。
【００７２】
図３Ｅは、固定アッセンブリ１０６が、内視鏡１０４の前方端部で、器具チャンネル１１
２から部分的に現れたところを示す。
【００７３】
図３Ｆに見られるように、操作者は、腸の屈曲部の前方に位置するまで、バルーンアッセ
ンブリ１３４を進め、好ましくは、内視鏡１０４の器具チャンネル１１２の前方の多重管
チューブ１２２を押すことで進める。
【００７４】
その後、順次に図説する図３Ｇ、図３Ｈおよび図３Ｉに見られるように、操作者はマニピ
ュレーションワイア１２８を引っ張るので、マニピュレーションワイアが引っ張られて、
バルーンアッセンブリ１３４はそれ自体の上に折り重なり、好ましくは中間チューブ１４
６が屈曲し、第１のバルーン１３６および第２のバルーン１３８は、通常、大腸の中でお
互いに平行になる。
【００７５】
操作者は、好ましくは次に、膨張／収縮制御アッセンブリ１１０を使用して、内腔１２４
および内腔１４８の中を通過した、第１のバルーン１３６および第２のバルーン１３８を
膨張させる。通常は大腸の中で隣り合う方向にある、第１のバルーン１３６および第２の
バルーン１３８の膨張の組み合わせによって、図３Ｊに見られるように、大腸の中に固定
アッセンブリ１０６が固定されるので、固定アッセンブリは、内視鏡１０４を案内する機
能を有することができる。
【００７６】
図３Ｊに見られるように、次に固定アッセンブリ１０６を固定する場合には、操作者が多
重管チューブ１２２を引っ張るので、図３Ｋに見られるように、固定アッセンブリ１０６
が引っ張られる。
【００７７】
図３Ｌに見られるように、内視鏡は、次に、以前は困難であった、大腸の屈曲部を通過し
て、固定アッセンブリ１０６の多重管チューブ１２２を超えて、膨張したバルーンアッセ
ンブリ１３４の近位に隣接する部位に前進する。 
【００７８】
図３Ｍに見られるように、次に、内腔１２４および内腔１４８を介して、膨張／収縮制御
アッセンブリ１１０を使用し、バルーンアッセンブリ１３４を収縮させてもよい。
【００７９】
図３Ｎに見られるように、好ましくは、操作者がマニピュレーションワイア１２８を緩め
、および／または、遠位に押し出すことによって、バルーンアッセンブリ１３４は、次に
湾曲していない方向に戻ることができる。
【００８０】
さらに、困難が存在した、さらなる屈曲部を通過して、内視鏡を前進させることが望まれ
、図３Ｆ～図３Ｎを参照した本明細書に記載の手順は、このような屈曲部で繰り返されて
もよい。
【００８１】
一旦、大腸内視鏡検査手順で、固定アッセンブリをさらに使用する必要が無くなれば、収
縮したバルーンアッセンブリ１３４を備える固定アッセンブリ１０６は、図３Ｏに見られ
るように、内視鏡１０４の器具チャンネル１１２を介して、操作者によって引き戻されて
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もよく、および、内視鏡１０４から取り外されて廃棄されてもよい。本発明に特有の特徴
は、次の使用のために、固定アッセンブリを器具チャンネル１１２を介して引き戻すこと
ができることである。
【００８２】
本発明の好ましい実施形態による内視鏡に関連する、固定アッセンブリ２０６の簡略化さ
れた部分図、部分断面図である、図４を参照する。
【００８３】
図４に見られるように、固定アッセンブリ２０６は、好ましくは、膨張／収縮制御アッセ
ンブリ１１０と操作可能に係合することに適した、コネクタ２２０を備えるカテーテルを
具備する（図１）。単一の管チューブ２２２は、好ましくは、コネクタ２２０に固定して
取り付けられ、および、膨張／収縮のための単一の内腔２２４を備え、それを介して、細
長いワイヤ２２５、並びに第１のマニピュレーションワイア２２６および第２のマニピュ
レーションワイア２２８などの、柔軟性のある細長い要素を延在させる。細長いワイヤ２
２５が、コネクタ２２０に取り付けられ、単一の管チューブ２２２に固定される。
【００８４】
コネクタ２２０は、米国ニューヨーク州、１５０－Ｑ Ｅｘｅｃｕｔｉｖｅ Ｄｒｉｖｅ、
ＥｄｇｅｗｏｏｄのＱＯＳＩＮＡ Ｍｅｄｉｃａｌ Ｉｎｃ．から市販されている、２ Ｆ
ｅｍａｌｅ ＬｕｅｒｓおよびＭａｌｅ Ｓｌｉｐ、部品番号８００５６コネクタなどの、
従来のＹ－コネクタであってもよく、その中でシーリングプラグ２２９が形成され、それ
を介してマニピュレーションワイア２２６および２２８が、摺動可能および密封された状
態で延在する。シーリングプラグ２２９は、シリコン接着剤を、図示されるＹ－コネクタ
に注入することによって実現されてもよいし、またはその他の適切な構成であってもよい
。
【００８５】
細長いワイヤ２２５は、好ましくは、ニチノールまたはステンレス鋼などの、柔軟性のあ
る金属で形成される。マニピュレーションワイア２２６および２２８のそれぞれは、好ま
しくは、ナイロンなどの非常に柔軟性のある、非伸縮性の材料で形成される。または、マ
ニピュレーションワイア２２６および２２８は、ニチノールなどの適切な金属で形成され
てもよい。
【００８６】
単一管チューブ２２２の外径は、好ましくは約１．５ｍｍ～３．５ｍｍである。内腔２２
４の内径は、好ましくは約１．０ｍｍ～３ｍｍである。細長いワイヤ２２５の直径は、好
ましくは約０．３ｍｍ～０．９ｍｍである。マニピュレーションワイア２２６および２２
８のそれぞれの直径は、好ましくは約０．１ｍｍ～０．３ｍｍである。
【００８７】
単一管チューブ２２２は、従来の内視鏡の器具チャンネル１１２の中を通過させることに
適切であり、一般に全長は、２ｍから３ｍの間である。
【００８８】
単一のバルーン２３４および先端要素２３５を備える、膨張／収縮可能なバルーンアッセ
ンブリ２３０が提供される。バルーン２３４は、好ましくは、近位首部分２４０および遠
位首部分２４２並びに中央部分２４４を備える、実質的に非伸縮性のナイロンまたはポリ
ウレタンから形成される、スリーブを具備し、それが膨張する場合には長さが、約８５ｍ
ｍ～１８０ｍｍであり、および直径が３５ｍｍ～４５ｍｍであり、それぞれは図４の参照
番号２４６および２４８で示される。好ましくは、バルーン２３４の、近位首部分２４０
と遠位首部分２４２との間の長さ２４６は、その直径２４８の少なくとも２倍である。
【００８９】
バルーン２３４の近位首部分２４０は、単一の管チューブ２２２の前方端部２４１に、接
着または超音波溶接によって、密閉して装着される。バルーン２３４の遠位首部分２４２
は、先端要素２３５の近位端部に、接着または超音波溶接によって、密閉して装着される
。先端要素２３５は、通常柔軟性のある遠位対向円錐要素であり、好ましくは、長さが５
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ｍｍから４０ｍｍであり、および最大外径は約１．０ｍｍ～３．５ｍｍである。
【００９０】
細長いワイヤ２２５の前方端部２６２は、好ましくは先端要素２３５の近位端部で接着に
よって、先端要素２３５に固定される。細長いワイヤ２２５も、接着または他のアタッチ
メント２６３によって、単一の管チューブ２２２の前方端部２４１に固定される。
【００９１】
マニピュレーションワイア２２６の前方端部２６４は、接着、レーザ溶接または超音波溶
接によって、先端要素２３５に固定され、または、図示されるように、先端要素２３５の
かなり近位の細長いワイヤ２２５に固定される。
【００９２】
マニピュレーションワイア２２８の前方端部２６６は、接着、レーザ溶接または超音波溶
接によって、マニピュレーションワイア２２６の前方端部の接合部の近位で、細長いワイ
ヤ２２５に固定される。好ましくはマニピュレーションワイア２２６の接合部と、マニピ
ュレーションワイア２２８の接合部との間の距離は、バルーン２３４の長さ２４６の約１
５％から２０％に等しい。
【００９３】
当然のことながら、代わりに、細長いマニピュレーション要素の他の適切な構成が、マニ
ピュレーションワイア２２６およびマニピュレーションワイア２２８に使用されてもよい
。
【００９４】
本発明の好ましい実施形態による、図１の内視鏡システムおよび図４の固定アッセンブリ
の動作の、簡略化された図説である、図５Ａ、図５Ｂ、図５Ｃ、図５Ｄ、図５Ｅ、図５Ｆ
、図５Ｇ、図５Ｈ、図５Ｉ、図５Ｊ、図５Ｋ、図５Ｌ、図５Ｍ、図５Ｎおよび図５Ｏを参
照する。
【００９５】
図５Ａに見られるように、患者に連結される操作可能な部位へ、従来の内視鏡１０４（図
１）を挿入することで、従来の大腸内視鏡検査手順が開始される。本発明の固定アッセン
ブリ２０６は、必要とされるまで、密封された包みの中に留まる。
【００９６】
図５Ｂは、大腸内視鏡検査の途中の医療上の困難さを示し、操作者が、大腸の屈曲部、一
般に脾湾曲部をうまく通過させて前進させることができないことを示す。
【００９７】
本発明によれば、図５Ｃに示すように、医療上の困難に直面する操作者は、本発明の固定
アッセンブリ２０６を取り出し、コネクタ２２０を膨張／収縮制御アッセンブリ１１０に
接続する。好ましくは、膨張／収縮制御アッセンブリ１１０は、バルーンアッセンブリ２
３０を収縮するように操作される。
【００９８】
図５Ｄに見られるように、次に、操作者は、収縮した状態のバルーンアッセンブリ２３０
を備える固定アッセンブリを、先端要素２３５を先にして、内視鏡１０４の器具チャンネ
ル１１２を介してねじ込む。上述のように、本発明に特有の特徴は、固定アッセンブリが
器具チャンネル１１２の中を移動することができることである。
【００９９】
図５Ｅは、固定アッセンブリ２０６が、内視鏡１０４の前方端部で、器具チャンネル１１
２から部分的に現れたところを示す。
【０１００】
図５Ｆに見られるように、操作者は、腸の屈曲部の前方で、第１の、収縮方向に位置する
まで、バルーンアッセンブリ２３０を進め、好ましくは内視鏡１０４の器具チャンネル１
１２を通過した、前方の単一の管チューブ２２２を押すことで進める。
【０１０１】
その後、順次に図説する図５Ｇおよび図５Ｈに見られるように、操作者はマニピュレーシ
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ョンワイア２２６を引っ張るので、マニピュレーションワイア２２６が引っ張られて、バ
ルーンアッセンブリ２３０は、大腸の中でそれ自体の上に折り重なる。
【０１０２】
その後、操作者はマニピュレーションワイア２２８を引っ張るので、マニピュレーション
ワイア２２８が引っ張られて、図５Ｉに見られるように、バルーンアッセンブリ２３０の
先端要素２３５が、単一の管チューブ２２２の前方端部２４１の前方に位置する。
【０１０３】
マニピュレーションワイア２２６およびマニピュレーションワイア２２８を引っ張る工程
を逐次実施することによって、図５Ｇ～図５Ｉに図示されるように、バルーンアッセンブ
リ２３０は、大腸の中で、第２の、折り重なった方向で配置される。当然のことながら、
代わりに、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリ３２０の配列方向を、上述の第２の方
向にするために、複数の細長いマニピュレーション要素の他の適切な構成が、マニピュレ
ーションワイア２２６およびマニピュレーションワイア２２８に使用されてもよい。
【０１０４】
操作者は、好ましくは、次に膨張／収縮制御アッセンブリ１１０を使用して、内腔２２４
を通過したバルーン１１０を膨張させる。大腸の中で、それ自体の上で折り重なるバルー
ン２３４の膨張によって、図５Ｊに見られるように、大腸の中で固定アッセンブリ２０６
を固定するので、固定アッセンブリは、内視鏡１０４を案内する機能を有することができ
る。
【０１０５】
図５Ｊに見られるように、固定アッセンブリ２０６を固定後に、操作者は、単一の管チュ
ーブ２２２を引っ張り、従って図５Ｋに見られるように、固定アッセンブリ２０６が引っ
張られる。
【０１０６】
図５Ｌに見られるように、内視鏡１０４は、次に、以前は困難であった、大腸の屈曲部を
通過して、固定アッセンブリ２０６の単一の管チューブ２２２を超えて、膨張したバルー
ンアッセンブリ２３０の近位に隣接する部位に前進する。
【０１０７】
図５Ｍに見られるように、次に、内腔２２４を介して、膨張／収縮制御アッセンブリ１１
０を使用し、バルーンアッセンブリ２３０を収縮させてもよい。
【０１０８】
図５Ｎに見られるように、好ましくは、操作者がマニピュレーションワイア２２６および
マニピュレーションワイア２２８を緩めて、および／または、遠位に押し出すことによっ
て、バルーンアッセンブリ２３０は、次に、湾曲していない方向に戻ることができる。
【０１０９】
さらに、困難が存在した、さらなる屈曲部を通過して、内視鏡を前進させることが望まし
く、図５Ｆ～図５Ｎを参照した本明細書に記載の手順は、このような屈曲部で繰り返され
てもよい。
【０１１０】
一旦、大腸内視鏡検査手順で、固定アッセンブリをさらに使用する必要が無くなれば、図
５Ｏに見られるように、収縮したバルーンアッセンブリ２３０を備える固定アッセンブリ
２０６は、内視鏡１０４の器具チャンネル１１２の中を通って、操作者によって引き戻さ
れてもよく、および、内視鏡１０４から取り外されて廃棄されてもよい。本発明に特有の
特徴は、次の使用のために、固定アッセンブリを、器具チャンネル１１２を介して引き戻
すことができることである。
【０１１１】
本発明の好ましい実施形態による内視鏡に関連する、固定アッセンブリ３０６の簡略化さ
れた部分図、部分断面図である、図６を参照する。
【０１１２】
図６に見られるように、固定アッセンブリ３０６は、好ましくは、膨張／収縮制御アッセ
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ンブリ１１０と操作可能に係合することに適したコネクタ３２０を備える（図１）。単一
の管チューブ３２２は、好ましくは、その近位端部で、コネクタ３２０に固定して取り付
けられ、および、膨張／収縮のための内腔３２４を備える。
【０１１３】
チューブ３２２は、好ましくは、その前方端部で、縦軸３２８に沿って延在する細長いハ
ウジング３２６に、固定して取り付けられる。チューブ３２２の前方端部は、穴３２９の
中にしっかりと収容され、穴３３０の遠位で終端する軸３２８に沿って延在し、穴３２９
よりもわずかに狭く、および、内腔３２４と連通する。
【０１１４】
穴３３０は、軸３２８に沿って、穴３３２まで前方に延在し、穴３３２は、穴３３０の遠
位に、軸３２８に沿って延在し、穴３３０よりも直径が大きい。穴３３２は、軸３２８に
沿って、穴３３４まで、前方に延在し、穴３３４は、軸３２８に沿って穴３３２の遠位に
延在し、穴３３２よりも直径が大きい。ハウジング３２６には細長いスロット３３６が形
成され、細長いスロット３３６は、穴３３４の近位部分に沿って延在し、穴３３４と連通
する。
【０１１５】
細長いスロット３３６の遠位であって、軸３２８に沿った円筒壁部分３３８の前の空間に
は、一対の対向する面である指アクセス窓３４０および３４４があり、指アクセス窓の両
方は穴３３４の遠位部分と連通する。穴３３４は、軸３２８に沿って、穴３５４まで前方
に延在し、穴３５４は軸３２８に沿って穴３３４の遠位に延在し、穴３３４よりも直径が
小さい。
【０１１６】
穴３５４は、穴３５４よりも狭い穴３５６の遠位で終端し、穴３５６は軸３２８に沿って
前方に延在し、穴３５６よりもわずかに広い穴３５８の遠位で終端する。
【０１１７】
単一の管チューブ３６２の近位端部３６０は、穴３５８の中に固定して取り付けられる。
単一の管チューブ３６２は、一般に長さが２ｍ～３ｍであり、穴３５６の内部とつながる
内腔３６４を備える。
【０１１８】
膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリ３７０は、バルーン３７２と先端要素３７４を備
える。バルーン３７２は、好ましくは、近位首部分３７６および遠位首部分３７８並びに
中央部分３７９を備え、実質的に非伸縮性のナイロンまたはポリウレタンから形成される
、スリーブを具備し、中央部分３７９は、軸３２８の周りでの首部分３７６と首部分３７
８との相対的な回転に対応して、選択的に巻き上げられる。バルーン３７２が広げられて
膨張すると、長さが約６０ｍｍ～１１０ｍｍになり、直径が５５ｍｍ～７０ｍｍになる。
バルーン３７２が、完全にしっかりと巻き上げられると、好ましくは最大直径が２．５ｍ
ｍ～４ｍｍになる。
【０１１９】
バルーン３７２の近位首部分３７６は、単一の管チューブ３６２の前方端部に、接着また
は超音波溶接によって、密閉して装着される。バルーン３７２の遠位首部分３７８は、先
端要素３７４の近位端部に、接着または超音波溶接によって、密閉して装着される。
【０１２０】
選択可能で、簡単に監視可能なバルーン３７２の巻き上げは、好ましくは、指で動作する
巻き上げアッセンブリ３８０によって実施される。巻き上げアッセンブリ３８０は、好ま
しくは、軸３２８の周りで回転可能に配置される、指で回転可能な細長い要素３８２を備
える。
【０１２１】
指で回転可能な細長い要素３８２は、好ましくは、刻み付き表面３８６を有する、指と係
合可能な円筒部分３８４を好ましくは備える。円筒部分３８４は、穴３３４の遠位部分の
中に位置し、並びに、好ましくは、穴３５４に中に位置し、およびリングシール３９０に
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よって、その中で回転するように回転可能、かつ密閉して設けられる遠位円筒部分３８８
と一体に形成される。
【０１２２】
穴３３４の近位部分の中に一部が位置し、および、３３２の中に一部が位置する、円筒部
分３９２は、円筒部分３８４と一体に形成され、およびそこから近位に延在する。穴３３
４の近位部分に存在する円筒部分３９２のその部分は、好ましくは、ウォームギヤを規定
する円筒表面３９３と共に形成される。円筒部分３９２は、リングシール３９４によって
、穴３３２の中で回転できるように回転可能、かつ密封して取り付けられる。
【０１２３】
軸方向穴３９５は、軸３２８に沿って、指で回転可能な細長い要素３８２の全長に渡って
延在し、内腔３２４および内腔３６４とつながる。
【０１２４】
細長いワイヤ３９６は、軸方向穴３９５、内腔３６４およびバルーン３７２を介して前方
に延在する。細長いワイヤ３９６の近位端部は、指で回転可能な細長い要素３８２に、穴
３９５の近位端部で、接着または機械アタッチメント３９７によって固定され、および細
長いワイヤ３９６の前方端部は、細長いワイヤ３９６の近位凹部３９８で先端要素３７４
に固定される。
【０１２５】
細長いワイヤ３９６は、好ましくは、ニチノールまたはステンレス鋼などの、柔軟性があ
り、トルクに強い金属から形成される。当然のことながら、指で回転可能な細長い要素３
８２の回転によって、先端要素３７４、および、バルーン３７２の前方端部が軸３２８の
周りで対応して回転するので、所望するようにバルーン３７２を巻き上げ、または広げる
ことができる。
【０１２６】
単一管チューブ３６２の外径は、好ましくは約２．０ｍｍ～３．５ｍｍである。内腔３６
４の内径は、好ましくは約１．０ｍｍ～２．５ｍｍである。細長いワイヤ３９６の外径は
、好ましくは約０．５ｍｍ～１．５ｍｍである。
【０１２７】
バルーン３７２の巻き上げ程度、および同時に起こるバルーンアッセンブリ３７０の剛性
は、好ましくは、視覚的に認識できる識別子３９９で監視され、識別子３９９は、ウォー
ムギヤ表面上のナット４００に取り付けられ、並びに、指で回転可能な細長い要素３８２
の回転、およびバルーン３７２の巻き上げ／広げることに対応して、スロット３３６に沿
って近位または遠位に移動する。
【０１２８】
図７Ａ、図７Ｂおよび図７Ｃを参照すると、それらは、図６の実施形態による内視鏡に関
連する、固定アッセンブリを、選択可能に巻き上げ、および硬化する動作の簡略化された
図説である。
【０１２９】
図７Ａは、完全に広げた状態のバルーン３７２を示す。操作者はこれを容易に監視するこ
とができ、識別子３９９がスロット３３６の最も遠位の位置にあることが、視覚的に認識
できる。この状態では、バルーンアッセンブリ３７０は、最小剛性である。
【０１３０】
図７Ｂは、部分的に巻き上げられた状態のバルーン３７２を示す。操作者はこれを容易に
監視することができ、識別子３９９がスロット３３６の中間位置にあることが、視覚的に
認識できる。この状態では、バルーンアッセンブリ３７０は、中間剛性である。
【０１３１】
図７Ｃは、完全に巻き上げられた状態のバルーン３７２を示す。操作者はこれを容易に監
視することができ、識別子３９９がスロット３３６の最も近位の位置にあることが、視覚
的に認識できる。この状態では、バルーンアッセンブリ３７０は、最大剛性である。
【０１３２】
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当然のことながら、バルーン３７２を巻き上げることによって、細長いワイヤ３９６の周
囲のバルーン３７２をしっかりと包み、凝縮し、および押圧するので、バルーンアッセン
ブリ３７０は固くなる。
【０１３３】
本発明の好ましい実施形態による、図６および図７Ａ～図７Ｃの固定アッセンブリ、およ
び内視鏡システムの動作の簡略化された図説である、図８Ａ、図８Ｂ、図８Ｃ、図８Ｄ、
図８Ｅ、図８Ｆ、図８Ｇ、図８Ｈ、図８Ｉ、図８Ｊ、図８Ｋおよび図８Ｌを参照する。
【０１３４】
図８Ａに見られるように、患者に連結される操作可能な部位へ、従来の内視鏡１０４を挿
入することで、従来の大腸内視鏡検査手順が開始される。本発明の固定アッセンブリ３０
６は、必要とされるまで、密封された包みの中に留まる。
【０１３５】
図８Ｂは、大腸内視鏡検査の途中の医療上の困難さを示し、操作者は、大腸の屈曲部、一
般に脾湾曲部をうまく通過させて前進させることができないことを示す。
【０１３６】
本発明によれば、医療上の困難に直面する操作者は、図８Ｃに示すように、本発明の固定
アッセンブリ３０６を取り出し、コネクタ３２０を膨張／収縮制御アッセンブリ１１０に
接続する。好ましくは、膨張／収縮制御アッセンブリ１１０は、バルーンアッセンブリ３
７０を収縮するように操作されるが、バルーンアッセンブリ３７０が完全に広げた状態（
図７Ａ）では、固定アッセンブリ３０６の一部を構成する。
【０１３７】
図８Ｄに見られるように、次に、操作者はバルーンアッセンブリ３７０を完全に巻き上げ
（図７Ｃ）、および、収縮した状態の、完全に巻き上げられたバルーンアッセンブリ３７
０を備える固定アッセンブリを、先端要素３７４を先にして、内視鏡１０４の器具チャン
ネル１１２を介してねじ込む。上述のように、本発明に特有の特徴は、収縮した状態で完
全に巻き上げられた固定アッセンブリが、器具チャンネル１１２の中を通ることができる
ことである。
【０１３８】
図８Ｅは、固定アッセンブリ３０６が、内視鏡１０４の前方端部で、器具チャンネル１１
２から部分的に現れたところを示す。
【０１３９】
図８Ｆに見られるように、操作者は、腸の屈曲部の前方に位置するまで、バルーンアッセ
ンブリ３７０を進め、好ましくは内視鏡１０４の器具チャンネル１１２を通過した、前方
の単一の管チューブ３６２を押すことで進める。
【０１４０】
その後、順次に図説する図７Ｃ、図７Ｂおよび図７Ａを参照すると、操作者は、バルーン
アッセンブリ３７０を広げて、図８Ｇに見られるように、完全に広げた状態にする。
【０１４１】
操作者は、好ましくは次に、内腔３２４および内腔３６４（図６）を介して、膨張／収縮
制御アッセンブリ１１０を使用して、バルーン３７２を収縮させてもよい。図８Ｈに見ら
れるように、広げて、引き続き大腸の中でバルーン３７２を膨張させて、大腸の中で固定
アッセンブリ３０６を固定するので、固定アッセンブリは、内視鏡１０４を案内する機能
を有することができる。
【０１４２】
図８Ｈに見られるように、固定アッセンブリ３０６を固定後に、操作者は、単一の管チュ
ーブ３６２を引っ張り、従って図８Ｉに見られるように、固定アッセンブリ３０６が引っ
張られる。
【０１４３】
図８Ｊに見られるように、次に内視鏡が、以前は困難であった、大腸の屈曲部を通過して
、固定アッセンブリ３０６の単一の管チューブ３６２を超えて、膨張したバルーンアッセ
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ンブリ３７０の近位に隣接する部位に前進する。
【０１４４】
図８Ｋに見られるように、次に、内腔３２４および内腔３６４を介して（図６）、膨張／
収縮制御アッセンブリ１１０を使用し、バルーンアッセンブリ３７０を収縮させてもよい
。
【０１４５】
バルーンアッセンブリ３７０は、次に、部分的または完全に巻き上げられた状態に戻るこ
とができる。さらに、困難が存在した、さらなる屈曲部を通過して、内視鏡を前進させる
ことが望まれ、図８Ｆ～図８Ｋを参照した本明細書に記載の手順は、該屈曲部で繰り返さ
れてもよい。
【０１４６】
当然のことながら、図７Ａ～図７Ｃに示すように、バルーンアッセンブリ３７０の選択可
能な巻き上げによって、操作者は、特定の患者の組織に対応させて、バルーンアッセンブ
リ３７０の剛性を選択的に変化させることができるので、大腸の中で困難が存在する屈曲
部を超えて、バルーンアッセンブリ３７０を前進させることが容易になる。
【０１４７】
一旦、大腸内視鏡検査手順で、固定アッセンブリをさらに使用する必要が無くなれば、完
全に巻き上げられた状態の、収縮したバルーンアッセンブリ３７０を備える固定アッセン
ブリ３０６（図７Ｃ）は、図８Ｌに見られるように、内視鏡１０４の器具チャンネル１１
２を介して、操作者によって引き戻されてもよく、および、内視鏡１０４から取り外され
て廃棄されてもよい。本発明に特有の特徴は、次の使用のために、固定アッセンブリ３０
６を、器具チャンネル１１２を介して引き戻すことができることである。
【０１４８】
本発明の好ましい実施形態による内視鏡に関連する、固定アッセンブリ４０６の簡略化さ
れた部分図、部分断面図である、図９を参照する。
【０１４９】
図９に見られるように、固定アッセンブリ４０６は、好ましくは、膨張／収縮制御アッセ
ンブリ１１０と操作可能に係合することに適したコネクタ４２０を備える（図１）。単一
の管チューブ４２２は、好ましくは、コネクタ４２０に固定して取り付けられ、および、
膨張／収縮のための単一の内腔４２４を備え、それを介して細長いワイヤ４２５が延在す
る。細長いワイヤ４２５が、コネクタ４２０に取り付けられ、単一の管チューブ４２２に
固定される。
【０１５０】
細長いワイヤ４２５は、好ましくは、ニチノールまたはステンレス鋼などの、柔軟性のあ
る金属で形成される。
【０１５１】
単一管チューブ４２２の外径は、好ましくは約２．０ｍｍ～３．５ｍｍである。内腔４２
４の内径は、好ましくは約１．０ｍｍ～３ｍｍである。細長いワイヤ４２５の直径は、好
ましくは約０．３ｍｍ～０．９ｍｍである。単一管チューブ４２２は、従来の内視鏡の器
具チャンネル１１２の中を通すことに適しており、一般に全長は、２ｍから３ｍの間であ
る。
【０１５２】
好ましくは、単一のバルーン４３４および先端要素４３５を備える、膨張／収縮可能なバ
ルーンアッセンブリ４３０が提供される。バルーン４３４は、好ましくは、実質的に非伸
縮性のナイロンまたはポリウレタンから形成され、それぞれが近位首部分４４０および遠
位首部分４４２並びに中央部分４４４を備える回転しない対称形状の膨張／収縮可能な要
素を備え、膨張する場合には長さが約８５ｍｍ～１８０ｍｍになり、および、バルーンが
収縮した状態で、近位首部分４４０および遠位首部分４４２と接続される、軸４４６に対
して垂直である面４４５で、最大直径が５５ｍｍ～７５ｍｍになる。
【０１５３】
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好ましくは、中央部分４４４は、上側中央部分４５２によって分離される、上側近位対向
部分４４８と上側遠位対向部分４５０を含む上側表面を備える。本発明に特有の特徴は、
上側近位対向部分４４８と上側遠位対向部分４５０の両方が、膨張する場合には、図９に
見られるように、先細りになるということである。さらに本発明に特有の特徴は、上側遠
位対向部分４５０の傾きが、上側近位対向部分４５０の傾きと反対で、異なり、上側近位
対向部分４５０の傾きよりも大きいということである。
【０１５４】
好ましくは、中央部分４４４は、さらには、下側中央部分４５８によって分離される、下
側近位対向部分４５４と下側遠位対向部分４５６を含む下側表面を備える。本発明に特有
の特徴は、下側近位対向部分４５４と下側遠位対向部分４５６の両方が、膨張する場合に
は、図９に見られるように、先細りになるということである。さらに本発明に特有の特徴
は、下側近位対向部分４５４の傾きが、下側遠位対向部分４５６の傾きと反対で、異なり
、下側遠位対向部分４５６の傾きよりも大きいということである。
【０１５５】
本発明の好ましい実施形態によれば、上側遠位対向部分４５０および下側近位対向部分４
５４の傾きは、膨張する場合には、４５度よりも大きく、および一層好ましくは６０度よ
りも大きく、および上側近位対向部分４４８および下側遠位対向部分４５６の傾きは、膨
張する場合には、６０度よりも小さくおよび一層好ましくは４５度よりも小さい。
【０１５６】
当然のことながら、バルーン４３４が膨張する場合には、細長いワイヤ４２５が湾曲する
ので、通常、図９に示すように中央部分４５２と中央部分４５８は、面４４５でお互いに
長手方向に対向するように配置され、したがって、膨張したバルーン４３４を、実質的に
伸張させることなく、大腸の中で固定できるのに、十分大きな寸法にすることができる。
図９に見られるように、膨張したバルーン４３４は、膨張によって、膨張したバルーン４
３４の近位首部分４４０と遠位首部分４４２に接続する、軸に沿った非対称形状になり、
バルーン４３４の首部分４４０と首部分４４２とを接続する、収縮する場合の軸４４６に
対して傾く。
【０１５７】
さらに当然のことながら、バルーン４３４が収縮した状態では、上側部分４４８は、下側
部分４５４および下側部分４５８と対向し、通常長手方向で並び、および下側部分４５６
は、上側部分４５０と上側部分４５２と対向し、通常長手方向で並ぶので、収縮した状態
のバルーン４３４の断面直径は小さくなり、従来の内視鏡の器具チャンネル１１２の中を
通して、バルーン４３４を横断させることができる。
【０１５８】
図９を参照した、本明細書に記載の、回転しない対称形状の構成に代えて、回転しない対
称形状の膨張／収縮可能な要素は、複数のバルーンを利用して実現されてもよく、１つま
たは複数のバルーンは回転しない対称形状、または、さらにそれに代えて、いずれも回転
しない対称形状であってもよい。
【０１５９】
バルーン４３４の近位首部分４４０は、単一の管チューブ４２２の前方端部４６０に、接
着または超音波溶接によって、密閉して装着される。バルーン４３４の遠位首部分４４２
は、先端要素４３５の近位端部に、接着または超音波溶接によって、密閉して装着される
。先端要素４３５は、通常は、柔軟性のある遠位対向円錐要素であり、好ましくは、長さ
が５ｍｍから４０ｍｍであり、および最大外径は約１．０ｍｍ～３．５ｍｍである。
【０１６０】
細長いワイヤ４２５の前方端部４６２は、好ましくは、その近位端部で接着によって、先
端要素４３５に固定される。細長いワイヤ４２５は、単一の管チューブ４２２の前方端部
４６０に、接着または他のアタッチメント４６３によって、固定される。
【０１６１】
本発明の好ましい実施形態による、図１の内視鏡システムおよび図９の固定アッセンブリ
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の動作の、簡略化された図説である、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１０Ｃ、図１０Ｄ、図１０
Ｅ、図１０Ｆ、図１０Ｇ、図１０Ｈ、図１０Ｉ、図１０Ｊおよび図１０Ｋを参照する。
【０１６２】
図１０Ａに見られるように、患者に連結される操作可能な部位へ、従来の内視鏡１０４を
挿入することで、従来の大腸内視鏡検査手順が開始される。本発明の固定アッセンブリ４
０６は、必要とされるまで、密封された包みの中に留まる。
【０１６３】
図１０Ｂは、大腸内視鏡検査の途中の医療上の困難さを示し、操作者が、大腸の屈曲部、
一般に脾湾曲部をうまく通過させて前進させることができないことを示す。
【０１６４】
本発明によれば、図１０Ｃに示すように、医療上の困難に直面する操作者は、本発明の固
定アッセンブリ４０６を取り出し、コネクタ４２０を膨張／収縮制御アッセンブリ１１０
に接続する。好ましくは、膨張／収縮制御アッセンブリ１１０は、バルーンアッセンブリ
４３０を収縮するように操作される。
【０１６５】
図１０Ｄに見られるように、次に、操作者は、収縮した状態のバルーンアッセンブリ４３
０を備える固定アッセンブリを、先端要素４３５を先にして、内視鏡１０４の器具チャン
ネル１１２を介してねじ込む。上述のように、本発明に特有の特徴は、固定アッセンブリ
が器具チャンネル１１２の中を移動することができることである。
【０１６６】
図１０Ｅは、固定アッセンブリ４０６が、内視鏡１０４の前方端部で、器具チャンネル１
１２から部分的に現れたところを示す。
【０１６７】
図１０Ｆに見られるように、操作者は、腸の屈曲部の前方に位置するまで、バルーンアッ
センブリ４３０を進め、好ましくは内視鏡１０４の器具チャンネル１１２を通過した、前
方の単一の管チューブ４２２を押すことで進める。
【０１６８】
その後、操作者は、好ましくは、次に膨張／収縮制御アッセンブリ１１０を使用して、内
腔４２４を通過したバルーン１１０を膨張させる。バルーン４３４の膨張によって、大腸
の中のバルーン４３４が傾き、図１０Ｇに見られるように、バルーンの圧力係合によって
、大腸のバルーン４３４を、通常面４４５で（図９）腸の内壁に固定する。上述のように
、面４４５は、通常、面４４５で大腸の縦軸に対して平行である軸４４６に対して、垂直
である。
【０１６９】
図１０Ｇに見られるように、固定アッセンブリ４０６の固定の後に操作者は、単一の管チ
ューブ４２２を引っ張り、従って図１０Ｈに見られるように、固定アッセンブリ４０６が
引っ張られる。
【０１７０】
図１０Ｉに見られるように、内視鏡１０４は、次に、以前は困難であった、大腸の屈曲部
を通過して、固定アッセンブリ４０６の単一の管チューブ４２２を超えて、膨張したバル
ーンアッセンブリ４３０の近位に隣接する部位に前進する。
【０１７１】
図１０Ｊに見られるように、次に、内腔４２４を介して、膨張／収縮制御アッセンブリ１
１０使用し、バルーンアッセンブリ４３０を収縮させてもよい。
【０１７２】
さらに、困難が存在した、さらなる屈曲部を通過して、内視鏡を前進させることが望まし
く、図１０Ｆ～図１０Ｊを参照する本明細書に記載の手順は、このような屈曲部で繰り返
されてもよい。
【０１７３】
一旦、大腸内視鏡検査手順で、固定アッセンブリをさらに使用する必要が無くなれば、収
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縮したバルーンアッセンブリ４３０を備える固定アッセンブリ４０６は、図１０Ｋに見ら
れるように、内視鏡１０４の器具チャンネル１１２を介して、操作者によって引き戻され
てもよく、および、内視鏡１０４から取り外されて廃棄されてもよい。本発明に特有の特
徴は、次の使用のために、固定アッセンブリを器具チャンネル１１２を介して引き戻すこ
とができることである。
【０１７４】
本発明は、上記で特に図示および説明された内容に限定されないことを、当業者は理解す
るであろう。むしろ、本発明の範囲は、上記で説明した様々な特徴の組み合わせおよびサ
ブコンビネーションの両方、ならびに、本明細書を読むことにより当業者が考えつく、従
来技術にはない変形例および修正例を包含する。
【０１７５】
　本願の親出願に記載された請求項１に記載の発明は、器具チャンネルを備える内視鏡と
、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリを備える固定アッセンブリと、を具備する内視
鏡システムであって、前記膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、前記器具チャンネ
ルの中を通過できるほど、十分に小さい断面サイズに収縮可能であり、および、延伸する
ことなく、前記大腸の中に固定できるほど、十分に大きい寸法に膨張して配置できる、内
視鏡システムである。
【０１７６】
　本願の親出願に記載された請求項２に記載の発明は、請求項１記載の内視鏡システムに
おいて、前記器具チャンネルは、５．５ｍｍを超えない内径を有する、内視鏡システムで
ある。
【０１７７】
　本願の親出願に記載された請求項３に記載の発明は、請求項１記載の内視鏡システムに
おいて、前記器具チャンネルは、４．５ｍｍを超えない内径を有する、内視鏡システムで
ある。
【０１７８】
　本願の親出願に記載された請求項４に記載の発明は、請求項１記載の内視鏡システムに
おいて、前記器具チャンネルは、３．２ｍｍを超えない内径を有する、内視鏡システムで
ある。
【０１７９】
　本願の親出願に記載された請求項５に記載の発明は、請求項１乃至４のいずれか一項記
載の内視鏡システムにおいて、前記膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、断面寸法
が少なくとも７０ｍｍに膨張できる、内視鏡システムである。
【０１８０】
　本願の親出願に記載された請求項６に記載の発明は、請求項１乃至５のいずれか一項記
載の内視鏡システムにおいて、前記膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、断面寸法
が少なくとも６０ｍｍに膨張できる、内視鏡システムである。
【０１８１】
　本願の親出願に記載された請求項７に記載の発明は、請求項１乃至６のいずれか一項記
載の内視鏡システムにおいて、前記膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、断面寸法
が少なくとも５０ｍｍに膨張できる、内視鏡システムである。
【０１８２】
　本願の親出願に記載された請求項８に記載の発明は、請求項１乃至７のいずれか一項記
載の内視鏡システムにおいて、前記大腸内で、固定できるほど十分に大きい前記寸法の直
径は、前記器具チャンネルの内径よりも少なくとも１３倍大きい、内視鏡システムである
。
【０１８３】
　本願の親出願に記載された請求項９に記載の発明は、請求項１乃至８のいずれか一項記
載の内視鏡システムにおいて、前記膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、前記大腸
内の適切な位置に配置することが可能である、内視鏡システムである。
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【０１８４】
　本願の親出願に記載された請求項１０に記載の発明は、請求項１乃至９のいずれか一項
記載の内視鏡システムにおいて、前記膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、前記大
腸内で、そのいずれの方向にも配置可能であるので、前記大腸内で固定するために、十分
大きな全体寸法を実現することができる、内視鏡システムである。
【０１８５】
　本願の親出願に記載された請求項１１に記載の発明は、請求項１乃至１０のいずれか一
項記載の内視鏡システムにおいて、前記膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、前記
大腸内で固定するために、操作されて折り重なる方向に配置可能である、内視鏡システム
である。
【０１８６】
　本願の親出願に記載された請求項１２に記載の発明は、請求項１乃至１１のいずれか一
項記載の内視鏡システムにおいて、前記膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、ポリ
ウレタンから形成される少なくとも１つの膨張／収縮可能なバルーンを備える、内視鏡シ
ステムである。
【０１８７】
　本願の親出願に記載された請求項１３に記載の発明は、請求項１乃至１２のいずれか一
項記載の内視鏡システムにおいて、前記膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、少な
くとも１つのバルーンを備え、収縮する場合には、収縮したバルーン軸に沿った第１の方
向に配置可能になり、および、膨張することによって、前記収縮したバルーン軸に対して
傾き、膨張したバルーン軸に沿った、第２の非対称形状方向に配置可能になる、内視鏡シ
ステムである。
【０１８８】
　本願の親出願に記載された請求項１４に記載の発明は、請求項１乃至１３のいずれか一
項記載の内視鏡システムにおいて、前記固定アッセンブリは、カテーテルおよび操作者が
制御可能なバルーン・アッセンブリ・マニピュレータをも備え、および、前記膨張／収縮
可能なバルーンアッセンブリは、少なくとも１つのバルーンを備え、収縮する場合には、
収縮したバルーン軸に対する第１の方向であって、通常、前記カテーテルに対して平行方
向に延在する軸に、前記マニピュレータによって配置可能であり、および、膨張する場合
には、前記第１の方向とは異なる第２の方向に膨張するので、延伸することなく、前記大
腸の中に固定できるほど、十分に大きい寸法に膨張して配置されることができる、内視鏡
システムである。
【０１８９】
　本願の親出願に記載された請求項１５に記載の発明は、請求項１４記載の内視鏡システ
ムにおいて、前記バルーンは、第２の方向に折り重ねられる、内視鏡システムである。
【０１９０】
　本願の親出願に記載された請求項１６に記載の発明は、請求項１４または請求項１５記
載の内視鏡システムにおいて、前記少なくとも１つのバルーンは、単一のバルーンを備え
る、内視鏡システムである。
【０１９１】
　本願の親出願に記載された請求項１７に記載の発明は、請求項１４または請求項１５記
載の内視鏡システムにおいて、前記少なくとも１つのバルーンは、少なくとも１つの柔軟
性のある要素によって結合される、複数のバルーンを備える、内視鏡システムである。
【０１９２】
　本願の親出願に記載された請求項１８に記載の発明は、請求項１４乃至１７のいずれか
一項記載の内視鏡システムにおいて、前記固定アッセンブリは、前記カテーテルを横断す
る柔軟性のある細長い要素、および、前記膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリ、並び
に、少なくとも１つのマニピュレーション要素を備え、前記少なくとも１つのマニピュレ
ーション要素は、前記カテーテルの遠位部分で、前記柔軟性のある細長い要素の遠位部分
と関連し、および、前記カテーテルの近位部分で、前記バルーン・アッセンブリ・マニピ
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ュレータと関連する、内視鏡システムである。
【０１９３】
　本願の親出願に記載された請求項１９に記載の発明は、請求項１８記載の内視鏡システ
ムにおいて、前記少なくとも１つのマニピュレーション要素は、前記第２の方向で、前記
膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリが連続する方向になることに適した、複数のマニ
ピュレーション要素を備える、内視鏡システムである。
【０１９４】
　本願の親出願に記載された請求項２０に記載の発明は、請求項１８または請求項１９記
載の内視鏡システムにおいて、少なくとも１つの前記柔軟性のある細長い要素、および、
前記少なくとも１つのマニピュレーション要素は、細長いワイヤを備える、内視鏡システ
ムである。
【０１９５】
　本願の親出願に記載された請求項２１に記載の発明は、請求項１４乃至２０のいずれか
一項記載の内視鏡システムにおいて、前記少なくとも１つのバルーンは、その近位端部で
、最近位首部分を備え、および前記膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、前記少な
くとも１つのバルーンの遠位で、先端要素を備え、前記少なくとも１つのバルーンが、前
記第２の方向に配置される場合には、前記先端要素は、前記最近位首部分の近位に配置さ
れる、内視鏡システムである。
【０１９６】
　本願の親出願に記載された請求項２２に記載の発明は、請求項１乃至２１のいずれか一
項記載の内視鏡システムにおいて、前記膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、カテ
ーテルおよび少なくとも１つのバルーンを備え、前記固定アッセンブリは、操作者が制御
可能なバルーン・アッセンブリ・マニピュレータをも備え、前記操作者が制御可能なバル
ーン・アッセンブリ・マニピュレータは、前記少なくとも１つのバルーンを、選択的に巻
き上げ、および広げることができるので、前記少なくとも１つのバルーンは、前記器具チ
ャンネルの中を通過できるほど、十分に小さい断面サイズに巻き上げられることができ、
および、前記バルーンは広げられ、膨張し、大腸中で固定できるほど、十分に大きい断面
サイズになるので、延伸することなく、大腸の中に固定できるほど、十分に大きい寸法に
膨張して配置されることができる、内視鏡システムである。
【０１９７】
　本願の親出願に記載された請求項２３に記載の発明は、請求項１乃至２２のいずれか一
項記載の内視鏡システムにおいて、前記固定アッセンブリは、カテーテル、および、前記
膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリを操作して、剛性を選択できるように操作可能な
、操作者が制御可能なバルーン・アッセンブリ・マニピュレータを備える、内視鏡システ
ムである。
【０１９８】
　本願の親出願に記載された請求項２４に記載の発明は、器具チャンネルを備える内視鏡
とともに使用するために、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリを備える固定アッセン
ブリであって、前記膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、前記器具チャンネルの中
を通過できるほど、十分に小さい断面サイズに収縮可能であり、および、延伸することな
く、前記大腸の中に固定できるほど、十分に大きい寸法に膨張し、配置できる、固定アッ
センブリである。
【０１９９】
　本願の親出願に記載された請求項２５に記載の発明は、請求項２４記載の固定アッセン
ブリにおいて、前記器具チャンネルは、５．５ｍｍを超えない内径を有する、固定アッセ
ンブリである。
【０２００】
　本願の親出願に記載された請求項２６に記載の発明は、請求項２４記載の固定アッセン
ブリにおいて、前記器具チャンネルは、４．５ｍｍを超えない内径を有する、固定アッセ
ンブリである。
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【０２０１】
　本願の親出願に記載された請求項２７に記載の発明は、請求項２４記載の固定アッセン
ブリにおいて、前記器具チャンネルは、３．２ｍｍを超えない内径を有する、固定アッセ
ンブリである。
【０２０２】
　本願の親出願に記載された請求項２８に記載の発明は、請求項２４乃至２７のいずれか
一項記載の固定アッセンブリにおいて、前記膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、
断面寸法が少なくとも７０ｍｍに膨張できる、固定アッセンブリである。
【０２０３】
　本願の親出願に記載された請求項２９に記載の発明は、請求項２４乃至２８のいずれか
一項記載の固定アッセンブリにおいて、前記膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、
断面寸法が少なくとも６０ｍｍに膨張できる、固定アッセンブリである。
【０２０４】
　本願の親出願に記載された請求項３０に記載の発明は、請求項２４乃至２９のいずれか
一項記載の固定アッセンブリにおいて、前記膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、
断面寸法が少なくとも５０ｍｍに膨張できる、固定アッセンブリである。
【０２０５】
　本願の親出願に記載された請求項３１に記載の発明は、請求項２４乃至３０のいずれか
一項記載の固定アッセンブリにおいて、前記大腸内で、固定できるほど十分に大きい前記
寸法の直径は、前記器具チャンネルの内径よりも少なくとも１３倍大きい、固定アッセン
ブリである。
【０２０６】
　本願の親出願に記載された請求項３２に記載の発明は、請求項２４乃至３１のいずれか
一項記載の固定アッセンブリにおいて、前記膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、
前記大腸内の適切な位置に配置することが可能である、固定アッセンブリである。
【０２０７】
　本願の親出願に記載された請求項３３に記載の発明は、請求項２４乃至３２のいずれか
一項記載の固定アッセンブリにおいて、前記膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、
前記大腸内で、そのいずれの方向にも配置可能であるので、前記大腸内で固定するために
、十分大きな全体寸法を実現することができる、固定アッセンブリである。
【０２０８】
　本願の親出願に記載された請求項３４に記載の発明は、請求項２４乃至３３のいずれか
一項記載の固定アッセンブリにおいて、前記膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、
前記大腸内で固定するために、操作されて折り重なる方向に配置可能である、固定アッセ
ンブリである。
【０２０９】
　本願の親出願に記載された請求項３５に記載の発明は、請求項２４乃至３４のいずれか
一項記載の固定アッセンブリにおいて、前記膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、
ポリウレタンから形成される少なくとも１つの膨張／収縮可能なバルーンを備える、固定
アッセンブリである。
【０２１０】
　本願の親出願に記載された請求項３６に記載の発明は、請求項２４乃至３５のいずれか
一項記載の固定アッセンブリにおいて、前記膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、
少なくとも１つのバルーンを備え、収縮する場合には、収縮したバルーン軸に沿った第１
の方向に配置可能になり、および、膨張することによって、前記収縮したバルーン軸に対
して傾き、膨張したバルーン軸に沿った、第２の非対称形状方向に配置可能になる、固定
アッセンブリである。
【０２１１】
　本願の親出願に記載された請求項３７に記載の発明は、請求項２４乃至３６のいずれか
一項記載の固定アッセンブリにおいて、前記固定アッセンブリは、カテーテル、および操
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作者が制御可能なバルーン・アッセンブリ・マニピュレータをも備え、並びに、前記膨張
／収縮可能なバルーンアッセンブリは、少なくとも１つのバルーンを備え、収縮する場合
には、収縮したバルーン軸に対する第１の方向であって、通常、前記カテーテルに対して
平行方向に延在する軸に、前記マニピュレータによって配置可能であり、および、膨張す
る場合には、前記第１の方向とは異なる第２の方向に膨張するので、延伸することなく、
前記大腸の中に固定できるほど、十分に大きい寸法に膨張して配置されることができる、
固定アッセンブリである。
【０２１２】
　本願の親出願に記載された請求項３８に記載の発明は、請求項３７記載の固定アッセン
ブリにおいて、前記バルーンは、第２の方向に折り重ねられる、固定アッセンブリである
。
【０２１３】
　本願の親出願に記載された請求項３９に記載の発明は、請求項３７または３８記載の固
定アッセンブリにおいて、前記少なくとも１つのバルーンは、単一のバルーンを備える、
固定アッセンブリである。
【０２１４】
　本願の親出願に記載された請求項４０に記載の発明は、請求項３７または３８記載の固
定アッセンブリにおいて、前記少なくとも１つのバルーンは、少なくとも１つの柔軟性の
ある要素によって結合される、複数のバルーンを備える、固定アッセンブリである。
【０２１５】
　本願の親出願に記載された請求項４１に記載の発明は、請求項３７乃至４０のいずれか
一項記載の固定アッセンブリにおいて、前記固定アッセンブリは、前記カテーテルを横断
する柔軟性のある細長い要素、および、前記膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリ、並
びに、少なくとも１つのマニピュレーション要素を備え、前記少なくとも１つのマニピュ
レーション要素は、前記カテーテルの遠位部分で、前記柔軟性のある細長い要素の遠位部
分と関連し、および、前記カテーテルの近位部分で、前記バルーン・アッセンブリ・マニ
ピュレータと関連する、固定アッセンブリである。
【０２１６】
　本願の親出願に記載された請求項４２に記載の発明は、請求項４１記載の固定アッセン
ブリにおいて、前記少なくとも１つのマニピュレーション要素は、前記第２の方向で、前
記膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリが連続する方向になることに適した、複数のマ
ニピュレーション要素を備える、固定アッセンブリである。
【０２１７】
　本願の親出願に記載された請求項４３に記載の発明は、請求項４１または４２記載の固
定アッセンブリにおいて、少なくとも１つの前記柔軟性のある細長い要素、および前記少
なくとも１つのマニピュレーション要素は、細長いワイヤを備える、固定アッセンブリで
ある。
【０２１８】
　本願の親出願に記載された請求項４４に記載の発明は、請求項３７乃至４３のいずれか
一項記載の固定アッセンブリにおいて、前記少なくとも１つのバルーンは、その近位端部
で、最近位首部分を備え、および前記膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、前記少
なくとも１つのバルーンの遠位で、先端要素を備え、前記少なくとも１つのバルーンが、
前記第２の方向に配置される場合には、前記先端要素は、前記最近位首部分の近位に配置
される、固定アッセンブリである。
【０２１９】
　本願の親出願に記載された請求項４５に記載の発明は、請求項２４乃至４４のいずれか
一項記載の固定アッセンブリにおいて、前記膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、
カテーテルおよび少なくとも１つのバルーンを備え、前記固定アッセンブリは、操作者が
制御可能なバルーン・アッセンブリ・マニピュレータをも備え、前記操作者が制御可能な
バルーン・アッセンブリ・マニピュレータは、前記少なくとも１つのバルーンを、選択的
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に巻き上げ、および広げることができるので、前記少なくとも１つのバルーンは、前記器
具チャンネルの中を通過できるほど、十分に小さい断面サイズに巻き上げられることがで
き、および、前記バルーンは広げられ、膨張し、前記大腸中で固定できるほど、十分に大
きい断面サイズになるので、延伸することなく、前記大腸の中に固定できるほど、十分に
大きい寸法に膨張して配置されることができる、固定アッセンブリである。
【０２２０】
　本願の親出願に記載された請求項４６に記載の発明は、請求項２４乃至４５のいずれか
一項記載の固定アッセンブリにおいて、前記固定アッセンブリは、カテーテル、および、
前記膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリを操作して、剛性を選択できるように操作可
能な、操作者が制御可能なバルーン・アッセンブリ・マニピュレータを備える、固定アッ
センブリである。
【０２２１】
　本願の親出願に記載された請求項４７に記載の発明は、内径を有する器具チャンネルを
備える内視鏡と、少なくとも１つのバルーンを備える、膨張／収縮可能なバルーンアッセ
ンブリを具備する固定アッセンブリと、を具備する内視鏡システムであって、前記固定ア
ッセンブリは、カテーテル、および操作者が制御可能なバルーン・アッセンブリ・マニピ
ュレータをも備え、前記膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、少なくとも１つのバ
ルーンを備え、収縮する場合には、収縮したバルーン軸に対する第１の方向であって、通
常、前記カテーテルに対して平行方向に延在する軸に、前記マニピュレータによって配置
可能であり、および、膨張する場合には、前記第１の方向とは異なる第２の方向に配置可
能なので、延伸することなく膨張でき配置可能であり、患者の身体部分内の部位に固定で
きるのに十分大きな寸法を有する、内視鏡システムである。
【０２２２】
　本願の親出願に記載された請求項４８に記載の発明は、請求項４７記載の内視鏡システ
ムにおいて、前記バルーンは、第２の方向に折り重ねられる、内視鏡システムである。
【０２２３】
　本願の親出願に記載された請求項４９に記載の発明は、請求項４７または請求項４８記
載の内視鏡システムにおいて、前記少なくとも１つのバルーンは、単一のバルーンを備え
る、内視鏡システムである。
【０２２４】
　本願の親出願に記載された請求項５０に記載の発明は、請求項４７または４８のいずれ
か記載の内視鏡システムにおいて、前記少なくとも１つのバルーンは、少なくとも１つの
柔軟性のある要素によって結合される、複数のバルーンを備える、内視鏡システムである
。
【０２２５】
　本願の親出願に記載された請求項５１に記載の発明は、請求項４７乃至５０のいずれか
一項記載の内視鏡システムにおいて、前記少なくとも１つのバルーンは、操作可能であり
、延伸することなく膨張でき、前記器具チャンネルの内径よりも、少なくとも１３倍の直
径を有し、患者の身体部分内の部位に固定できるほど、十分に大きい寸法を有する、内視
鏡システムである。
【０２２６】
　本願の親出願に記載された請求項５２に記載の発明は、請求項４７乃至５１のいずれか
一項記載の内視鏡システムにおいて、前記器具チャンネルは、５．５ｍｍを超えない内径
を有する、内視鏡システムである。
【０２２７】
　本願の親出願に記載された請求項５３に記載の発明は、請求項４７乃至５２のいずれか
一項記載の内視鏡システムにおいて、前記膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、断
面寸法が少なくとも６０ｍｍに膨張できる、内視鏡システムである。
【０２２８】
　本願の親出願に記載された請求項５４に記載の発明は、請求項４７乃至５３のいずれか
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一項記載の内視鏡システムにおいて、前記固定アッセンブリは、前記カテーテルを横断す
る柔軟性のある細長い要素、および、前記膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリ、並び
に、前記少なくとも１つのマニピュレーション要素を備え、前記少なくとも１つのマニピ
ュレーション要素は、前記カテーテルの遠位部分で、前記柔軟性のある細長い要素の遠位
部分と関連し、および、前記カテーテルの近位部分で、前記バルーン・アッセンブリ・マ
ニピュレータと関連する、内視鏡システムである。
【０２２９】
　本願の親出願に記載された請求項５５に記載の発明は、請求項４７乃至５４のいずれか
一項記載の内視鏡システムにおいて、前記操作者が制御可能なバルーン・アッセンブリ・
マニピュレータは、前記少なくとも１つのバルーンを、選択的に巻き上げ、および広げる
ことができるので、前記少なくとも１つのバルーンは、前記器具チャンネルの中を通過で
きるほど、十分に小さい断面サイズに巻き上げられることができ、および、前記バルーン
は、患者の身体部分内の部位に固定できるように、広げられて、膨張することができる、
内視鏡システムである。
【０２３０】
　本願の親出願に記載された請求項５６に記載の発明は、請求項４７乃至５５のいずれか
一項記載の内視鏡システムにおいて、前記操作者が制御可能なバルーン・アッセンブリ・
マニピュレータは、前記膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリを操作して、剛性を選択
できるように操作可能である、内視鏡システムである。
【０２３１】
　本願の親出願に記載された請求項５７に記載の発明は、内径を有する器具チャンネルを
備える、内視鏡を具備する内視鏡システムと共に使用するために、カテーテル、および操
作者が制御可能なバルーン・アッセンブリ・マニピュレータを備える、膨張／収縮可能な
バルーンアッセンブリを具備する固定アッセンブリであって、前記膨張／収縮可能なバル
ーンアッセンブリは、少なくとも１つのバルーンを備え、収縮する場合には、収縮したバ
ルーン軸に対する第１の方向であって、通常、前記カテーテルに対して平行方向に延在す
る軸に、前記マニピュレータによって配置可能であり、および、膨張する場合には、前記
第１の方向とは異なる第２の方向に配置可能なので、延伸することなく膨張でき配置可能
であり、患者の身体部分中の部位に固定できるほど、十分に大きい寸法を有する、固定ア
ッセンブリである。
【０２３２】
　本願の親出願に記載された請求項５８に記載の発明は、請求項５７記載の固定アッセン
ブリにおいて、前記バルーンは、第２の方向に折り重ねられる、固定アッセンブリである
。
【０２３３】
　本願の親出願に記載された請求項５９に記載の発明は、請求項５７または５８記載の固
定アッセンブリにおいて、前記少なくとも１つのバルーンは、単一のバルーンを備える、
固定アッセンブリである。
【０２３４】
　本願の親出願に記載された請求項６０に記載の発明は、請求項５７または５８のいずれ
か記載の固定アッセンブリにおいて、前記少なくとも１つのバルーンは、少なくとも１つ
の柔軟性のある要素によって結合される、複数のバルーンを備える、固定アッセンブリで
ある。
【０２３５】
　本願の親出願に記載された請求項６１に記載の発明は、請求項５７乃至６０のいずれか
一項記載の固定アッセンブリにおいて、前記少なくとも１つのバルーンは操作可能であり
、延伸することなく膨張でき、前記器具チャンネルの内径よりも、少なくとも１３倍の直
径を有し、患者の身体部分内の部位に固定できるほど、十分に大きい寸法を有する、固定
アッセンブリである。
【０２３６】
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　本願の親出願に記載された請求項６２に記載の発明は、請求項５７乃至６１のいずれか
一項記載の固定アッセンブリにおいて、前記器具チャンネルは、５．５ｍｍを超えない内
径を有する、固定アッセンブリである。
【０２３７】
　本願の親出願に記載された請求項６３に記載の発明は、請求項５７乃至６２のいずれか
一項記載の固定アッセンブリにおいて、前記膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、
断面寸法が少なくとも６０ｍｍに膨張できる、固定アッセンブリである。
【０２３８】
　本願の親出願に記載された請求項６４に記載の発明は、請求項５７乃至６３のいずれか
一項記載の固定アッセンブリにおいて、前記固定アッセンブリは、前記カテーテルを横断
する柔軟性のある細長い要素、および、前記膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリ、並
びに、前記少なくとも１つのマニピュレーション要素を備え、前記少なくとも１つのマニ
ピュレーション要素は、前記カテーテルの遠位部分で、前記柔軟性のある細長い要素の遠
位部分と関連し、および、前記カテーテルの近位部分で、前記バルーン・アッセンブリ・
マニピュレータと関連する、固定アッセンブリである。
【０２３９】
　本願の親出願に記載された請求項６５に記載の発明は、請求項５７乃至６４のいずれか
一項記載の固定アッセンブリにおいて、前記操作者が制御可能なバルーン・アッセンブリ
・マニピュレータは、前記少なくとも１つのバルーンを、選択的に巻き上げ、および広げ
ることができるので、前記少なくとも１つのバルーンは、前記器具チャンネルの中を通過
できるほど、十分に小さい断面サイズに巻き上げられることができ、および、前記バルー
ンは、患者の身体部分内の部位に固定できるように、広げられて、膨張することができる
、固定アッセンブリである。
【０２４０】
　本願の親出願に記載された請求項６６に記載の発明は、請求項５７乃至６５のいずれか
一項記載の固定アッセンブリにおいて、前記操作者が制御可能なバルーン・アッセンブリ
・マニピュレータは、前記膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリを操作して、剛性を選
択できるように操作可能である、固定アッセンブリである。
【０２４１】
　本願の親出願に記載された請求項６７に記載の発明は、内視鏡システムであって、内径
を有する器具チャンネルを備える内視鏡と、カテーテルおよび少なくとも１つのバルーン
を備える、膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリを具備する固定アッセンブリとを具備
し、収縮する場合には、収縮したバルーン軸に沿った第１の方向に配置可能になり、およ
び、膨張することによって、前記収縮したバルーン軸に対して傾いた、膨張したバルーン
軸に沿った、第２の非対称形状方向に配置可能になる、内視鏡システムである。
【０２４２】
　本願の親出願に記載された請求項６８に記載の発明は、請求項６７記載の内視鏡システ
ムにおいて、前記膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、前記器具チャンネルの中を
通過できるほど十分に小さい断面サイズに収縮できる、内視鏡システムである。
【０２４３】
　本願の親出願に記載された請求項６９に記載の発明は、請求項６７または請求項６８記
載の内視鏡システムにおいて、前記器具チャンネルは、５ｍｍを超えない内径を有する、
内視鏡システムである。
【０２４４】
　本願の親出願に記載された請求項７０に記載の発明は、請求項６７乃至６９のいずれか
一項記載の内視鏡システムにおいて、前記膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、断
面寸法が少なくとも６０ｍｍに膨張できる、内視鏡システムである。
【０２４５】
　本願の親出願に記載された請求項７１に記載の発明は、請求項６７乃至７０のいずれか
一項記載の内視鏡システムにおいて、前記少なくとも１つのバルーンは、延伸することな
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身体部分内の部位に固定できるほど、十分に大きい寸法を有する、内視鏡システムである
。
【０２４６】
　本願の親出願に記載された請求項７２に記載の発明は、内径を有する器具チャンネルを
備える内視鏡を具備する、内視鏡システムと共に使用するための固定アッセンブリであっ
て、
膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリを備え、前記膨張／収縮可能なバルーンアッセン
ブリはカテーテルおよび少なくとも１つのバルーンを備え、収縮する場合には、収縮した
バルーン軸に沿った第１の方向に配置可能になり、および、膨張することによって、前記
収縮したバルーン軸に対して傾いた、膨張したバルーン軸に沿った、第２の非対称形状方
向に配置可能になる、固定アッセンブリである。
【０２４７】
　本願の親出願に記載された請求項７３に記載の発明は、請求項７２記載の固定アッセン
ブリにおいて、前記膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、前記器具チャンネルの中
を通過できるほど十分に小さい断面サイズに収縮できる、固定アッセンブリである。
【０２４８】
　本願の親出願に記載された請求項７４に記載の発明は、請求項７２または７３記載の固
定アッセンブリにおいて、前記器具チャンネルは、５ｍｍを超えない内径を有する、固定
アッセンブリである。
【０２４９】
　本願の親出願に記載された請求項７５に記載の発明は、請求項７２乃至７４のいずれか
一項記載の固定アッセンブリにおいて、前記膨張／収縮可能なバルーンアッセンブリは、
断面寸法が少なくとも６０ｍｍに膨張できる、固定アッセンブリである。
【０２５０】
　本願の親出願に記載された請求項７６に記載の発明は、請求項７２乃至７５のいずれか
一項記載の固定アッセンブリにおいて、前記少なくとも１つのバルーンは、延伸すること
なく膨張でき、前記器具チャンネルの内径よりも、少なくとも１３倍の直径を有し、患者
の身体部分内の部位に固定できるほど、十分に大きい寸法を有する、固定アッセンブリで
ある。
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